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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１９年１１月６日（火）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　２時４６分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本靖一  副委員長 木村勝彦  委　　員 原田　平

委　　員 本保加津枝  委　　員 野原　修  

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 

都市整備部長　山脇　智 同部理事　中谷久夫

同部次長兼建築住宅課長　長野俊郎　同部参事兼都市計画課長　小山和重

まちづくり支援課長　土井正治　同課参事　鬼追弘臣 都市計画課参事　新留清志

建築指導課長　大田博和 建築住宅課参事　林　弘一

土木下水道部長　粟屋保英 同部次長　宮川茂行

同部参事兼公園みどり課長　野畑一雄　　同部参事兼道路課長　藤井義己

同課参事　堀　和夫 同課参事　山本博毅 交通対策課長　大砂　渉

同課参事　早川　茂 下水道業務課長　石川裕司 同課参事　芳浦定行

下水道管理課長　山口　繁 同課参事　渡場修一 同課参事　川上昭人

下水道整備課長　渡辺勝彦

水道部長　池田三紀夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）

認定第１号　平成１８年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分

認定第６号　平成１８年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定の件

認定第２号　平成１８年度摂津市水道事業会計決算認定の件
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　おはようございます。

　ただいまから建設常任委員会を開会し

ます。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、お忙しい中、建設常任委員会

をお持ちいただきまして、ありがとうご

ざいます。

　本日は、平成１８年度の摂津市の一般

会計歳入歳出決算認定の件所管分のほか

２件についてご審査を賜ることになりま

すが、何とぞ、慎重審査の上、ご認定賜

りますよう、よろしくお願い申し上げま

す。

　この場は一たん退席いたしますけれど

も、待機をいたしておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

　ありがとうございます。

○山本靖一委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名員は、木村委員

を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　粟屋土木下水道部長。

○粟屋土木下水道部長　おはようござい

ます。

　それでは、認定第１号、平成１８年度

摂津市一般会計歳入歳出決算のうち、土

木下水道部にかかわる部分につきまして、

目を追って、主なものについて補足説明

をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３４ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料、節３、クリー

ンセンター使用料は、（仮称）吹田貨物

ターミナル駅の建設工事用車両がクリー

ンセンター敷地を通行することに伴い、

鉄道運輸機構から使用料を徴収したほか、

関西電力の電柱等の使用料でございます。

　目４、農林水産業使用料、節１、水路

使用料は、法定外水路占用料でございま

す。

　３６ページ、目５、土木使用料、節１、

道路使用料は、関西電力ほか２９件の道

路占用料でございます。

　節３、公園使用料は、関西電力ほか７

件の公園占用料でございます。

　節４、駐車場使用料は、千里丘第１、

第２、フォルテ摂津、摂津駅及び南摂津

駅の各自動車及び自転車駐車場の使用料

と駐車場用地使用料でございます。

　そのうち、駐車場用地使用料は、千里

丘第１自転車駐車場並びに正雀駅南第１

自転車駐車場敷地内ほか１件の関西電力

の電柱使用料でございます。

　３８ページ、項２、手数料、目１、節

１、総務手数料のうち、下から２行目の

諸証明手数料は、道路幅員証明等４１件

の手数料でございます。

　目２、衛生手数料、節５、し尿処理手

数料は、し尿処理及び浄化槽汚泥の処理

手数料並びに浄化槽清掃業及び一般廃棄

物収集運搬業の許可申請に係る手数料で

ございます。

　目３、農林水産業手数料、節２、明示

手数料は、水路敷地境界明示１４件の手
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数料でございます。

　目４、土木手数料、節１、明示手数料

のうち、上から１行目、道路敷地境界等

明示１０７件の手数料でございます。

　４２ページ、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目２、土木費国庫補助

金、節１、地籍調査費補助金は、都市再

生地籍調査委託補助金でございます。

　５２ページから５４ページ、款１５、

府支出金、項２、府補助金、目６、土木

費府補助金、節１、都市計画費補助金は、

府自然環境保全条例の事務の処理に関す

る経費交付金でございます。

　節２、地籍調査費補助金は、都市再生

地籍調査委託補助金でございます。

　項３、委託金、目３、土木費委託金、

節１、土木管理費委託金は、大阪府から

の河川環境整備工事委託金と鶴野橋外ポ

ンプ管理委託金並びに自転車等移動保管

業務委託金でございます。

　５６ページ、款１７、寄附金、項１、

目１、節１、寄附金は、上から２行目の

緑化事業寄附金で、１件の寄附を受けた

ものでございます。

　６６ページ、款１９、諸収入、項４、

目１、雑入、節１、雑収入で当部に関係

いたすものは、上から公園みどり課、み

どりの募金に係る助成金と、その下、道

路課、路上放棄車処理協力金と、その下、

交通対策課、自転車等移動保管料と自転

車等鉄屑処分金で、その下、下水道整備

課、踏荒し整地料でございます。

　続きまして、歳出についてご説明申し

上げます。

　事務報告書につきましては、公園みど

り課は２０９ページから、道路課は２１

５ページから、交通対策課は２２５ペー

ジから、下水道業務課は２３７ページか

ら、下水道管理課は２４３ページから、

下水道整備課は２５５ページから記載い

たしておりますので、あわせてご参照賜

りますようお願い申し上げます。

　決算書１５６ページ、款４、衛生費、

項２、清掃費、目１、清掃総務費、節７、

賃金で、臨時職員賃金は、下水道業務課

のし尿及び浄化槽汚泥に係る事務処理に

従事する臨時職員２名の賃金でございま

す。

　１６０ページ、目３、し尿処理費につ

きましては、その執行率９３．３％でご

ざいます。詳細につきましては、決算概

要の９２ページから９３ページに記載い

たしておりますので、あわせてご参照を

願います。

　主な内容といたしまして、節７、賃金

では、クリーンセンターにおいて、し尿

等の前処理業務に従事するアルバイトの

賃金でございます。

　節１１、需用費では、クリーンセンター

の維持管理に係る消耗品費や光熱水費、

修繕料等でございます。

　節１３、委託料では、し尿収集運搬委

託料のほか、クリーンセンターの諸施設

に係る委託料でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

吹田市の正雀終末処理施設に係る維持管

理負担金及び整備負担金でございます。

　１６２ページ、節２２、補償、補填及

び賠償金は、し尿くみ取りから公共下水

道への切り替えに伴う、し尿くみ取り業

者への補償金でございます。

　続きまして、１６８ページ、款５、農

林水産業費、項１、農業費、目４、農業

水路費につきましては、その執行率９８．

８％でございます。詳細につきましては、

決算概要の９７ページから９８ページに

記載いたしておりますので、あわせてご

参照願います。

　その主な内容といたしましては、節７、

賃金で水路やポンプ場の管理及びしゅん
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せつ等に係る賃金でございます。

　節１３、委託料では、河原樋及び五久

樋ポンプ場の維持管理業務委託料でござ

います。

　節１５、工事請負費では、異垣田水路

鉄板蓋設置工事ほか１件でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金では、

河原樋水路事業ほか３事業の償還金負担

金と神安土地改良区負担金等でございま

す。

　１７４ページ、款７、土木費、項１、

土木管理費、目１、土木総務費につきま

しては、執行率９８．８％でございます。

詳細につきましては、決算概要の１０１

ページから１０３ページに記載いたして

おりますので、あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしましては、１７

４ページ、節１３、委託料は、土木維持

作業業務に係る委託料と節１６、原材料

費では、土木維持作業に係る縞鋼板等の

補修用材料費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金では、

日本道路協会負担金ほか２件と、節２８、

繰出金は、公共下水道事業特別会計に対

する繰出金でございます。

　目２、交通対策費につきましては、執

行率９８．１％で、詳細につきましては、

決算概要の１０３ページから１０５ペー

ジに記載いたしておりますので、あわせ

てご参照願います。

　その主な内容としまして、１７６ペー

ジ、節１１、需用費では、放置自転車等

保管事務所の光熱水費とカーブミラーの

修繕料等でございます。

　節１３、委託料では、平成１８年度か

ら指定管理者に駐車場管理を委託してお

ります委託料ほか８件でございます。

　節１４、使用料及び賃借料では、ＪＲ

西日本旅客鉄道（株）より借地しており

ます千里丘第２自転車駐車場ほか３件の

土地借上料でございます。

　節１５、工事請負費では、交通安全対

策工事として、道路課では道路反射鏡設

置工事で、交通対策課では路面標示設置

工事ほか１件でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金で、

その主なものは、市内循環バス運行補助

金でございます。

　１７８ページ、項２、道路橋りょう費、

目１、道路橋りょう総務費では、その執

行率は９１．４％でございます。詳細に

つきましては、決算概要の１０５ページ

から１０６ページに記載いたしておりま

すので、あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしまして、節１３、

委託料では、都市再生地籍調査業務委託

料と駅前広場管理委託料及びモノレール

駅前広場管理委託料等でございます。

　節１８、備品購入費では、耐用年数等

満了に伴い、道路パトロール兼維持作業

用軽自動車の買いかえを行ったものでご

ざいます。

　目２、道路維持費につきましては、そ

の執行率９８．５％でございます。詳細

につきましては、決算概要の１０６ペー

ジから１０７ページに記載いたしており

ますので、あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしましては、節１

１、需用費の修繕料では、道路の維持補

修を行ったものでございます。

　節１３、委託料では、街路樹剪定委託

業務ほか２件でございます。

　節１５、工事請負費では、新在家鳥飼

中線ほか９路線の維持工事でございます。

　１８０ページ、目３、道路新設改良費

につきましては、その執行率９４．２％

でございます。詳細につきましては、決

算概要の１０７ページに記載いたしてお

りますので、あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしましては、節１
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５、工事請負費で、千里丘東２３号線道

路改良工事でございます。

　目４、交通安全対策費につきましては、

その執行率９６．１％でございます。詳

細につきましては、決算概要の１０７ペー

ジから１０８ページに記載いたしており

ますので、あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしましては、節１

５、工事請負費では、新在家鳥飼上線歩

道段差切下げ工事ほか６件の交通安全対

策工事でございます。

　続きまして、項３、水路費、目１、排

水路費につきましては、その執行率９５．

７％でございます。詳細につきましては、

決算概要の１０８ページ、１０９ページ

に記載いたしておりますので、あわせて

ご参照願います。

　その主な内容といたしましては、節１

１、需用費では、水路ポンプ施設に係る

光熱水費及び修繕料などでございます。

　１８２ページ、節１３、委託料では、

味生排水機場ほか市内各ポンプ場の設備

保守点検委託や排水管及び水路しゅんせ

つ委託などでございます。

　節１５、工事請負費では、鳥飼上三丁

目用水路改良工事ほか１件でございます。

　節１８、備品購入費では、ＮＯｘ対策

により２トンダンプトラックの買いかえ

を行ったものでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

番田水門内水対策事業に係る負担金でご

ざいます。

　項４、都市計画費、目１、都市計画総

務費のうち、当部に関係いたします主な

ものは、節１、報酬のうち、緑化推進嘱

託員報酬と、１８４ページ、節７、賃金

の緑化推進員賃金でございます。

　１８６ページ、節１９、負担金、補助

及び交付金では、上から６行目の大阪府

都市緑化協会負担金、その下、日本公園

緑地協会負担金、その下、大阪都市公園

協議会負担金で、公園に関係いたします

負担金でございます。

　節２５、積立金は、緑化基金積立金で

ございます。詳細につきましては、決算

概要の１１２ページに記載いたしており

ますので、あわせてご参照願います。

　１８８ページ、目３、緑化推進費につ

きましては、その執行率８９．３％でご

ざいます。詳細につきましては、決算概

要の１１３ページ、１１４ページに記載

いたしておりますので、あわせてご参照

願います。

　その主な内容といたしましては、節１

４、使用料及び賃借料では、千里丘西駅

前などの草花借上料でございます。

　節１６、原材料費では、花いっぱい活

動に対する助成原材料購入及び市内花壇

等の育苗用の堆肥及び花の苗や種などの

原材料や誕生記念植樹の樹木等の購入で

ございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

摂津市緑化推進連絡会の活動に対する補

助金でございます。

　目４、公園管理費につきましては、そ

の執行率９８．３％でございます。詳細

につきましては、決算概要の１１４ペー

ジ、１１５ページに記載いたしておりま

すので、あわせてご参照願います。

　その主な内容といたしましては、節１

１、需用費で、市内公園の電気代や水道

料金並びに公園施設の修繕等を行ったも

のでございます。

　節１３、委託料では、公園等の除草清

掃業務及びごみ収集業務、樹木剪定など

の管理業務と、昭和園第２公園の台帳整

備業務委託を行ったものでございます。

　１９０ページ、節１５、工事請負費で

は、公園施設整備工事ほか２件及び遊具

の取替工事でございます。
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　節１６、原材料費では、公園の維持管

理に係る補植用の樹木、砂場の砂、鉄板

蓋や塗料等の補修用材料費でございます。

　節１８、備品購入費では、ＮＯｘ対策

による２トン貨物と耐用年数等による公

園管理用車両の買いかえを行ったもので

ございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金では、

市内９０か所のちびっこ広場を管理して

いただいている７０の団体に対する管理

補助金でございます。

　目５、都市公園事業費につきましては、

その執行率９９．４％でございます。詳

細につきましては、決算概要１１５ペー

ジに記載いたしておりますので、あわせ

てご参照願います。

　その内容といたしましては、節１９、

負担金、補助及び交付金で、安威川ふれ

あいづつみ鶴野地区整備事業に伴います

鶴野水路事業償還金負担金でございます。

　次に、２００ページ、款８、項１、消

防費、目３、水防費につきましては、執

行率９９．７％でございます。詳細につ

きましては、決算概要の１２２ページに

記載いたしておりますので、あわせてご

参照願います。

　その主な内容といたしましては、２０

２ページ、節１６、原材料費では水防資

材の備蓄を図っております。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

淀川右岸水防事務組合及び安威川ダムの

建設に伴う水源地対策特別措置法第１２

条に基づく負担金等でございます。

　以上、土木下水道部にかかわります平

成１８年度一般会計歳入歳出決算につい

ての補足説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　山脇部長。

○山脇都市整備部長　認定第１号、平成

１８年度摂津市一般会計歳入歳出決算に

ついて、都市整備部における内容につき

まして、目を追って、主なものについて

補足説明させていただきます。

　なお、私からは、まちづくり支援課、

建築住宅課、建築指導課が所管いたしま

す部分について説明をさせていただき、

都市計画課所管の部分につきましては、

中谷理事より説明を申し上げます。

　まず、歳入でございますが、３６ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目５、土木使用料、節２、公営住

宅使用料は、市営住宅使用料及び市営住

宅用地使用料でございます。

　３８ページ、項２、手数料、目４、土

木手数料、節２、優良宅地等認定手数料

は、租税特別措置法に基づく優良宅地等

の認定事務手数料でございますが、１８

年度は申請件数がなかったものでござい

ます。

　５４ページ、款１５、府支出金、項３、

委託金、目３、土木費委託金、節２、都

市計画費委託金で、建築基準法施行事務

取扱委託金、都市計画法施行事務取扱委

託金等でございます。

　６５ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入、節１、雑収入のうち、

下から３項目め、建築確認申請者負担金

は、指定確認検査機関による確認申請の

事務取扱金でございます。

　続いて、その下の入居者負担金は、一

津屋第１、第２団地の共同施設等の管理

に係る負担金でございます。

　次に、光熱水費等負担金は、一津屋第

１、第２団地の光通信設備等の設置に伴

う電気料金でございます。

　次に、歳出でございますが、決算書の

１８２ページをお開き願います。

　事務報告書につきましては、まちづく

り支援課は１９７ページから、建築指導

課は２０１ページから、建築住宅課は２
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０５ページから記載いたしておりますの

で、ご参照願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、執行率９３．

０％でございます。詳細につきましては、

決算概要１０９ページから記載いたして

おりますので、ご参照願います。

　１８４ページ、節１１、需用費で、そ

の主なものは消耗品費や燃料費等でござ

います。

　１８６ページ、節１３、委託料は、電

波障害対策地域調査委託料でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

大阪府開発指導行政協議会負担金ほか６

件でございます。

　節２７、公課費は、公用車に係ります

自動車重量税でございます。

　目２、街路事業費では、執行率３６．

０％でございます。詳細につきましては、

決算概要１１２ページから記載いたして

おりますので、ご参照願います。

　節８、報償費は、都市景観アドバイザー

委員会委員に対する報酬でございます。

　１８８ページ、節１１、需用費で、そ

の主なものは消耗品等でございます。

　１９０ページ、項５、住宅費、目１、

住宅管理費では、執行率９８．１％でご

ざいます。詳細につきましては、決算概

要１１６ページから記載いたしておりま

すので、ご参照願います。

　節１、報酬は、住宅管理人報酬でござ

います。

　１９２ページ、節１１、需用費で、そ

の主なものは、市営住宅の修繕料と光熱

水費等でございます。

　節１２、役務費で、その主なものは、

一津屋団地、鯵生野団地の簡易専用水道

の定期検査に係る手数料及び一津屋第１、

第２団地の施設賠償保険料でございます。

　節１３、委託料は、緊急通報設備管理

委託料、市営住宅の建替え基本構想策定

委託料ほか９件でございます。

　節１４、使用料及び賃借料は、一津屋

第１、第２団地の自動通報装置システム

借上料でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

大阪府住宅まちづくり推進協議会の負担

金でございます。

　節２５、積立金は、市営住宅整備基金

の積立金でございます。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○山本靖一委員長　中谷理事。

○中谷都市整備部理事　続きまして、私

の方から都市計画課における内容につき

まして補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３８ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項２、手

数料、目４、土木手数料、節１、明示手

数料のうち、都市計画道路敷地境界明示

手数料でございます。

　節３、都市計画手数料は、諸証明手数

料でございます。

　５２ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金、節１、

都市計画費補助金のうち、土地利用規制

等対策費交付金でございます。

　５４ページ、項３、委託金、目３、土

木費委託金、節２、都市計画費委託金の

うち、都市計画基礎調査委託金と遊休土

地実態調査委託金でございます。

　６５ページ、款１９、諸収入、項４、

雑入、目１、雑入、節１、雑収入は、下

から１０行目、都市計画図売却収入でご

ざいます。

　次に、歳出でございますが、摂津市一

般会計歳入歳出決算書の１８２ページを

お開き願います。

　事務報告書につきましては、１９３ペー
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ジから記載いたしておりますので、ご参

照願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、執行率９３．

０％でございます。詳細につきましては、

決算概要１１０ページから記載いたして

おりますので、ご参照願います。

　１８２ページ、節１、報酬のうち、都

市計画審議会委員報酬でございます。

　１８４ページ、節９、旅費は、普通旅

費でございます。節１１、需用費は、そ

の主なものは印刷製本費でございます。

　１８６ページ、節１２、役務費は電波

障害対策施設管理に伴う保険料でござい

ます。節１３、委託料のうち、電波障害

対策施設等維持管理委託料でございます。

節１４、使用料及び賃借料は、電子複写

機レンタル料でございます。

　節１８、備品購入費は、庁用器具費で、

５階フロアで使用するファクスの購入費

でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金のう

ち、当課に関係いたしますものは、大阪

府都市計画協会負担金、ＪＲ千里丘駅エ

レベーター設置補助金ほか３件でござい

ます。

　このうち、ＪＲ千里丘駅エレベーター

設置補助金につきましては、１，８０６

万円を翌年度へ明許繰越を行っておりま

す。

　目２、街路事業費では、執行率３６．

０％でございます。詳細につきましては、

決算概要１１２ページから記載いたして

おりますので、ご参照願います。

　１８８ページ、節１１、需用費のうち、

印刷製本費でございます。

　節１２、役務費は、千里丘三島線道路

改良事業に伴う土地鑑定手数料を計上い

たしておりましたが、執行いたしており

ません。

　節１３、委託料は、千里丘三島線交差

点改良事業に伴います測量等委託料でご

ざいます。

　節１５、工事請負費は、千里丘三島線

の交差点改良工事でございます。

　節１７、公有財産購入費は、千里丘三

島線道路改良事業に伴う土地購入費を計

上いたしておりましたが、執行いたして

おりません。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、千

里丘三島線道路改良事業に伴う工作物移

転補償を計上いたしておりましたが、執

行いたしておりません。

　なお、千里丘三島線道路改良事業につ

きましては、事業協力への意向はいただ

いておりますが、権利者の諸事情により

まして執行することができなかったもの

であります。

　以上、決算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わりました。

　質疑に入る前に、一つ委員長の方から

お願いがありまして、それは市内公共施

設巡回バス、土木の関係に入っておるん

ですけれども、１８年度については総務

の関係になりますので、この点よろしく

お願いしたいと思います。

　それでは、質疑をお受けしたいと思い

ます。

　野原委員。

○野原委員　おはようございます。

　質問させていただくんですけど、ペー

ジ数が前へ行ったり後ろへ行ったり、各

課ごとに質問させていただきたいと思い

ます。その辺よろしくお願いいたします。

　まず１番目、決算概要１１２ページ、

公園みどり課、緑化推進嘱託員報酬、そ

れと緑化推進員賃金、これ昨年にもお聞

きしたんですけど、もう一度、内容をお

聞かせください。
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　２番目、概要１１４ページ、公園維持

管理事業、公園管理委託料についてお聞

きします。事務報告書を見ると、去年と、

ことし１８年度の様式が変わっておりま

す。そこのところのちょっとご説明よろ

しくお願いします。

　３番目、決算概要１１５ページのとこ

ろの砂、樹木等、原材料費ということで

説明いただいたんですけど、もう一度、

内容、説明よろしくお願いします。

　４番目、ちびっこ広場管理補助金につ

いてのご説明、内容よろしくお願いしま

す。

　５番目、決算概要１１５ページ、公園

遊具補修事業についての内容をご説明、

よろしくお願いします。

　６番目、決算概要１１５ページ、公園

遊具取替事業、これも内容ご説明よろし

くお願いします。

　７番目、決算書１６１ページ、し尿収

集運搬委託料につきまして、業務が減っ

ているのに委託料が変わっていないとい

うところの、その辺の説明よろしくお願

いします。

　８番目、決算書１７６ページ、交通安

全対策工事の道路課分に対しましての１

３６万４，７７９円の内容、ご説明を願

います。

　９番目、決算書１７８ページ、道路維

持事業、街路樹剪定委託料８３３万３，

８５０円の内容、ご説明お願いします。

　１０番目、決算書３６ページ、使用料

及び手数料の市営住宅使用料の収入未済

額について、１７年度、１８年度と毎年

ふえておりますが、この点についてお聞

きします。

　１１番目、決算書１８７ページ、電波

障害対策地域調査委託料について、２０

１１年７月の地上デジタル放送移行に伴

う調査ではあると思うんですが、具体的

にどのような調査をされるのか、お尋ね

いたしておきます。

　１２番目、決算書１９３ページ、委託

料の駐車場管理委託料、そして集会所管

理委託料についてお聞きします。

　また、同じく委託料で建替え基本構想

策定委託料とありますが、これは旧プー

ルの跡地への市営住宅の移転構想である

と思いますが、建設予定戸数は幾らぐら

いになるのか、また、従前から入居され

ている人だけの戸数か、新たに公募でき

るのか。新たに公募できるのであれば、

その戸数は幾らぐらいなのか、お聞きし

たいと思います。

　１３番目、決算書６７ページ、自転車

等鉄屑処分金について、自転車の保管期

間の短縮、従前からお願いしてたんです

けど、これ短縮はどのようになっている

のか、お聞きします。

　１４番目、決算概要１０３ページ、交

通対策課、違法駐車追放事業の交通指導

業務委託料が昨年より減っていますが、

理由をお聞かせください。

　１５番目、違法駐車追放事業、関連し

てお聞きします。市民からの苦情があっ

たときに、どのような形の対応をされて

いるのか、お聞きします。

　１６番目、今委員長からもあったんで、

市内循環バス運行補助事業で、新たなルー

トになっての実績及び施設巡回バスを含

めた今後の運行についてお聞きしたかっ

たんですけど、ほんなら循環バスだけの、

今までの新ルートになっての実績という

ことをお聞きしたいと思います。

　１７番目、概要１０４ページ、放置自

転車等対策事業、自転車利用者指導委託

料について、最近、フォルテ摂津周辺に、

また放置自転車が増加していますが、現

状をどのように考えているのか、お聞か

せください。
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　１８番目、概要１０５ページ、千里丘

第１自転車駐車場整備事業（新規）になっ

ております。自転車駐車場建替え構想設

計委託料の内容についてお聞きします。

　１９番目、これは事務報告にしか載っ

てないんですけど、２３５ページの摂津

市内の交通事故発生状況について、１８

年度は交通事故がすごくふえております。

それについて、どのような対策を考えら

れているのか、お聞かせ願いたいと思い

ます。

　以上です。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　それでは、野

原委員の質問のうち、１番から６番まで

の公園みどり課に関係する分について答

弁させていただきます。

　まず１点目、緑化推進員賃金です。こ

の金額２０４万円は、２名の緑化推進員

を採用し、勤務は週４日で午前１０時か

ら午後４時半、一人当たり月８万５，０

００円で、年間一人当たり１０２万円で

ございます。

　採用につきましては、摂津市が実施し

ております「花と木の実践養成教室」を

受講された、特に花づくりに情熱をかけ

ておられる方の中より選んでおります。

　仕事の内容は、鶴野苗圃で花苗の育成、

市内に点在している花壇での花の植え替

え並びに管理業務、それから市内公園で

の低木の刈り込み等の業務を行っており

ます。

　次に、２点目でございます。

　都市公園管理作業委託の様式の変わっ

ている内容でございますけれど、一応、

都市公園管理作業委託につきましては、

年度当初に８社に対しまして、作業内容

について、本旨設計項目、内容に基づき

見積りを依頼しており、見積り内容につ

きましては、事務報告書に記載しており

ますとおり項目ごとの単価を求めており

ます。その中で一番最低価格を採用し、

最低価格を表示した４社と単価契約を行っ

たもので、作業の発生したその都度都度

に必要量を単価契約に基づき発注したも

のであり、事務報告書の内容は、４社に

発注した１年分を集計して表示した内容

となっております。

　１７年度の費用と差が生じましたのは、

１７年度は、公園の中で地元要望により、

公園内の特に混み合った樹木等をまびき

したためでございます。

　内容の中でちょっと変わっております

のが、潅水作業が高木・低木の本数で表

示しておりましたが、１８年度よりは潅

水日数で表示いたしましたので。これは、

作業の実情に合わせて、作業日数で積算

する方がより精査しやすいためと判断い

たしたものでございます。

　次、３点目でございます。公園管理費

の原材料で、砂、樹木等の内容でござい

ます。

　公園管理費の原材料でございますけれ

ど、砂、樹木等の使用状況は、砂につき

ましては、市内７５か所の砂場砂補充に

使用、樹木につきましては、公園等で枯

れた木を補植するため、市内７か所の公

園で、ハナミズキを初め、桜、梅、ヒラ

ド等を購入いたしました。

　さらに、市内１２か所の公園で老朽化

したベンチの座板を交換し、補修するた

めの角材等の購入を行いました。その他、

鉄板蓋、それから遊具等の塗装用ペンキ

等の購入費用でございます。

　次に、４点目でございます。公園管理

費の中のちびっこ広場管理補助金につい

てでございます。

　摂津市ちびっこ広場管理補助金交付要

綱に基づきまして、市内９０か所のちびっ

こ広場の清掃、除草、その他の環境整備
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作業を行う７０の自治会、子ども会の団

体に対して補助金を交付しております。

　補助金の内訳は、１か所当たり均等割

で１万円。それに、ちびっこ広場面積の

大きさにより２，０００円から７，００

０円までのランクづけという形で補助金

を交付し、管理していただいております

のが現状でございます。

　次が、公園遊具の補修事業の内容でご

ざいます。これにつきましては、公園内

で遊具につきまして修繕を行って使える

場合においてのみの分を行っております。

主に、本体自体は問題ないんですけれど、

一部の箇所が傷んでいる分に対して修繕

をしていくために、一応こういうふうな

形で修繕を行っております。

　続きまして、公園遊具の取替の方でご

ざいますけれど、一応、金額的には平成

１７年度が３４６万５，０００円という

ことで、かなりの高額な金額だったんで

すけど、１８年度は２４６万７，０００

円ということで金額が下がっております。

　この内容につきましては、他市で起こ

りました回転遊具等の事故がございまし

た。その関係で、摂津市内にあります回

転する遊具、それを全部撤去させてもら

いました。それが１６年度に撤去しまし

て、そうしますと、やっぱり地元自治会

に入りますと、撤去した遊具に対して、

やっぱり地元から新しい遊具を、何かか

わるべき遊具を据えてほしいという形の

要望がございまして、その中で、従来に

つきましてはスプリング遊具がメーンで

すけれど、それを一応新たに設置させて

もらったという形の中で、こういう形の

予算が増額になっている内容でございま

す。

　以上、６点でございます。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀道路課参事　８番目、９番目、道路

課に係る質問に対して答弁させていただ

きます。

　まず８番目、交通安全対策工事の道路

課分の１３６万４，７７９円の内容につ

いてでございますが、これは道路反射鏡

設置工事でございます。

　工事名等につきましては、事務報告書

の２１８ページから２１９ページに記載

しておりますが、道路反射鏡ナンバー１

につきましては、場所としましては新在

家１丁目１９番地先で、丸型一面鏡８０

０ミリの鏡面をもちまして、電柱に１基

設置いたしました。

　道路反射鏡ナンバー２につきましては、

鳥飼和道１丁目６番地先、丸型二面鏡８

００ミリを、これも電柱に共架して１基

設置しております。

　道路反射鏡ナンバー３につきましては、

鳥飼西４丁目２２番地先、丸型二面鏡８

００ミリをもちまして、支柱は曲柱で設

置しております。

　道路反射鏡ナンバー４は、鶴野１丁目

３番地先に、丸型二面鏡８００ミリをも

ちまして、支柱を曲柱として１基設置し

ております。

　道路反射鏡ナンバー５につきましては、

西一津屋１番地先、これも丸型二面鏡８

００ミリを１基、電柱共架しております。

　道路反射鏡ナンバー６につきましては、

鳥飼本町３丁目１６番地先、丸型二面鏡

８００ミリ１基をもちまして、電柱共架

しております。

　ちょっと長くなりましたが、事務報告

の２１９ページにも書いておりますので、

ご参照ください。

　次、９番目の街路樹剪定委託料８３３

万３，８５０円の内容についてでござい

ます。

　剪定作業は、樹木の美観、道路美化機

能の維持向上、形状調整を目的としまし
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て、年間の管理契約に基づきまして、夏

季、冬季において樹木の剪定を毎年継続

して実施しております。夏季の剪定は、

台風対策を主として千里丘三島線ほかプ

ラタナス等の剪定工事を行いました。冬

季の剪定は、美観の維持、樹形の維持、

落ち葉対策などを目的として、新在家鳥

飼上のイチョウ等を剪定しております。

これで夏季及び冬季剪定で高木の剪定が

１，４９３本、低木剪定が１２９本、あ

わせて寄植剪定を同時に施工しまして４，

８４６平米の施工を実施いたしました。

　以上でございます。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　７番目のご質問、

し尿収集運搬委託料で、業務量が減少し

ているのに委託料がなぜ減っていないの

かというご質問について答弁させていた

だきます。

　まず、現状は、し尿の収集運搬という

のは３台の車両で行っておりまして、こ

れに必要な経費を委託料としておるとこ

ろでございます。

　委託料の内訳としまして、基本業務委

託料、作業委託料、不定期収集に係る委

託料となっておりまして、基本業務委託

料といいますのは、作業員の人件費や保

険料等の福利厚生費、車両の減価償却費

等、業務に係る基本的な経費に相当する

委託料でございまして、月１台当たりの

額を定め、これに台数と月数を乗じた額

としております。作業委託料といいます

のは、１戸当たりの作業手間の額を定め、

これに収集戸数を乗じた額としておりま

す。さらに、不定期収集分については、

収集量に応じて委託料を支払っていると

ころでございます。

　軒数なり収集量が減少したことによっ

て減少する委託料としましては、作業委

託料、それから不定期収集に係る委託料

ということになってきます。

　こういったことで、その軒数の減少が

大きく委託料に影響しないような契約と

なっておるわけでございますが、委員言

われますように、収集軒数がかなり減少

している中、収集委託料についても、今

後、業者の方と協議をし見直していきた

いと考えているところでございます。

　以上です。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、建築

住宅課にかかわりますご質問の１０番目

から１２番目につきましてご答弁申し上

げます。

　ただ、１２番目の委託料のうち、建替

え基本構想策定委託料につきましては、

林参事の方からご答弁申し上げます。

　まず、１０番目の決算書３６ページの

市営住宅使用料の収入未済額５９４万８，

４３０円についてのご質問でございます

けれども、委員ご指摘のとおり、平成１

７年度決算額では５７９万３，６００円

となっており、１８年度決算額５９４万

８，４３０円と比較しますと１５万４，

８３０円の増額となっております。私ど

もも厳しい財政状況の中、また公営住宅

という目的からも、放置できないもので

あることは十分理解するところであり、

重要な課題であると考えております。

　今後も、督促や夜間の臨戸訪問を行い、

できる限り収納率の向上に努めてまいり

ますので、ご理解賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

　次に、１１番目の決算書１８７ページ

の電波障害対策地域調査委託料について

でございますけども、本委託につきまし

ては、アナログ放送で本市の市有建築物

等が障害となり、電波障害対策を行って

いる施設エリア内での現在の地上デジタ

ル放送の受信状況を調査したものであり
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ます。具体的には、正雀体育館、味生体

育館、味舌ポンプ場、市民図書館、フォ

ルテ摂津、第五中学校、第二中学校、味

舌小学校、味舌東小学校、千里丘小学校、

文化ホール、桜苑、市営一津屋第１団地

の１３施設の対策エリア内１９０地点で

調査を行ったものであります。

　調査結果につきましては、フォルテ摂

津だけが障害が残ることが判明いたしま

した。残りの他の施設につきましては、

地上デジタル放送では電波障害は解消す

るものということでありました。

　今後、フォルテ摂津につきましては、

既に施設設置後もう１０数年経過してい

る中で、施設の老朽化の更新時期も迫っ

ていることから、移行時期である２０１

１年までのできるだけ早い時期に、ケー

ブル会社へ移管することなどを考えてい

くことが必要ではないかとのことであり

ました。

　また、これらの調査結果につきまして

は、すべて各施設管理者に報告いたして

おりますので、ご理解賜りますようお願

い申し上げます。

　次に、１２点目の委託料の中の駐車場

管理委託料と集会所管理委託料でござい

ますけども、駐車場管理委託料につきま

しては、それぞれ市営一津屋第１団地、

第２団地の駐車場管理業務の委託でござ

います。委託先は、それぞれの自治会長

に委託しております。契約締結時におけ

る駐車場使用許可区画数に、月額５００

円を乗じた額の１２か月分としておりま

して、第１団地が２３台掛ける５００円

の１２か月で１３万８，０００円、第２

団地が５２台掛ける５００円の１２か月

分で３１万２，０００円、合わせまして

４５万円となっております。

　また、委託の内容につきましては、使

用に関する問い合わせ等や環境美化、迷

惑駐車の点検や指導等をお願いしている

ところであります。

　次に、集会所管理委託料でございます

けども、具体的には本課が管理していま

す集会所は、鳥飼野々団地の新野々集会

所と一津屋第１団地の一津屋新集会所の

２か所でございます。

　委託金額は、総務部が所管しています

老人常設集会所と同様に、光熱水費の基

本料相当額として同額となっております。

委託先は、それぞれ新野々自治会と一津

屋住宅自治会に委託しております。

○山本靖一委員長　林参事。

○林建築住宅課参事　質問番号１２番、

３つ目、建替え基本構想策定委託料につ

いてご答弁申し上げます。

　本委託につきましては、委員ご指摘の

とおり、鳥飼野々団地及び鯵生野団地、

両団地を一括して旧市民プール跡地に建

設する建替え構想を策定したものであり

ます。

　計画戸数につきましては、従前戸数と

同じ８４戸で計画しております。昨年の

決算の委員会では、政策空き家１６戸と

ご答弁申し上げていましたが、その後、

鯵生野第２団地で１戸退去され、現在１

７戸となっております。

　また、来月には同じく鯵生野第２団地

で１戸退去があると聞いておりますので、

合計１８戸が政策空き家となり、現入居

者が全員入居されても１８戸が一般公募

できるものと考えておりますので、ご理

解賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。

○山本靖一委員長　早川参事。

○早川交通対策課参事　交通対策課に係

ります１３番目から１９番目のご質問に

ついてご答弁申し上げます。

　自転車の保管期間の短縮は、その後ど

のようになっているかということなんで
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すが、保管期間の短縮につきましては、

検討はしてまいりましたが、ことしの４

月から大阪府下におきまして、警察の方

に登録されております削除を行わないと

いけないことになっておりまして、その

照会作業も必要になっておりまして、期

間が余計に必要になっておる現状でござ

います。

　しかし、この防犯登録につきましては、

電磁的記録媒体による照会が可能になる

予定になっておりまして、これによりま

して、全体的に若干期間の短縮が可能に

なるかと思われます。現在は、大阪府警

察本部が対応できない状態でございまし

て、期間の短縮にはなっておりません。

　続きまして、１４番目、違法駐車追放

事業の交通指導業務委託料の減につきま

して答弁させていただきます。

　１８年度から全国で導入された駐車監

視員制度によりまして、財団法人都市交

通問題調査会が１７年度で解散となって

おります。これによりまして、１８年度

から本市も民間業者に委託を行ったもの

ですが、契約等の関係で業務開始時期が

７月からとなり、委託料の減になったも

のでございます。

　次、１５番目、違法駐車の苦情箇所に

ついての対応についてでございますが、

苦情箇所につきましては、自治会等を通

じて市に要望していただければ、対応の

方はさせていただきます。

　１６番目、市内循環バス運行補助事業

で新ルートになっての実績ということで

ございます。

　市内循環バス新ルートにつきましては、

１７年度実績では、旧ルートですが６５

人、１日９便当たり６５人、１便当たり

７人の利用者となっております。新ルー

トにつきましては、１９年度実績で９便

平均７４人で、１便当たり８人の利用者

となっており、若干ふえている状況でご

ざいます。

　１７番目、放置自転車等対策事業、自

転車利用者指導委託料について、最近フォ

ルテ摂津周辺に放置自転車等がふえてい

るが、どうかということでございますが、

現在、千里丘第１自転車駐車場の建替工

事を行っておりまして、仮設駐輪場を設

置しておりますが、これにとめられず、

東側のフォルテ摂津側の駐輪場を利用さ

れる方がふえたためと思われまして、こ

れによりフォルテ摂津周辺に設置されて

いる自転車ラック等及びフォルテ摂津地

下駐輪場についても満車の状態でござい

まして、現在、対策中でございます。

　１８番目、千里丘第１自転車駐車場整

備事業、自転車駐車場建替え構想設計委

託料についての内容でございますが、こ

としの９月から千里丘第１駐車場の建替

工事を行っております。

　完成については、来年６月を予定して

おりまして、財団法人自転車駐車場整備

センターに建築工事の委託を行っており

ます。

　収容台数については、今までにつきま

しては、自転車１，５２８台、原付１１

２台、車７台でございまして、これが建

てかえによりまして、自転車１，９６５

台、原付３３５台、自動二輪５台、車２

台とふえる予定になっております。

　なお、工事終了後につきましては、自

転車駐車場整備センターが約２０年間の

運営を行う予定になっております。

　最後１９番目ですが、１８年度中の交

通事故の発生件数がふえているが、どの

ような対策をしているかということです

が、１８年度交通事故の発生増の対策と

しましては、摂津市交通安全推進協議会

の構成団体の協力を得まして、交通安全

大会キャンペーンなどの啓発活動や、担

－ 14 －



当課としましては、看板の設置や交差点

マーク、徐行などの路面表示、交差点に

設置する夜間点滅鋲、または信号機設置

に伴う交差点改良などを行っております。

　また、死亡事故が起きた場所につきま

しては、摂津警察署の助言により、府道

にあっては大阪府が、市道にあっては市

として安全対策を実施しております。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　ありがとうございました。

　それでは、再度質問させていただきま

す。

　まず、公園みどり課の緑化推進嘱託員

と緑化推進員、その仕事の内容の違いを、

もしわかればお聞かせいただけますでしょ

うか。

　それから、公園維持管理委託料のとこ

ろの事務報告で、潅水のところなんかは、

わかりやすく、去年までは本数で提示し

てあったもの、日にちで提示していたと

いう形なんですけど、一応の理解はでき

るんですけど、昨年、設計金額に対して

契約金額の割合が７０から８０というこ

とで、剪定が７１、薬剤散布が６９など、

いろいろ数字は出ておるんですけど、昨

年とことしのそれの比較というか、こと

しどういう形で契約割合でなっているの

か、できればお聞かせ願いたいと思いま

す。

　それと、それに踏まえてというんか、

昨年のときに公園という形の、特色ある

公園づくりということで、新幹線公園の

ような形の各都市公園マンネリ化を解消

する公園づくりという形の取り組みを今

後していくという形がありました。それ

について、どういうような取り組みをな

されてきたのか、その経過など教えてい

ただけたらと思います。

　３番目の、砂、樹木等の原材料費とい

うことで、今お聞きしましたら、ベンチ

などの材料費という形の説明としてお聞

きしたんですけど、そうなれば、遊具補

修事業の中の事業というんか、それとど

ういう違いがあるのか。それだったら公

園遊具補修事業のところに、ベンチなん

かは、補修するためにそういうものを取

り入れられるんじゃないかと思うんです

けど、その辺の違い、もう一度説明お願

いできませんでしょうか。

　それと、公園遊具取替事業で、今、全

国的にいろんな事故がふえております。

そういう意味で、今、公園みどり課の方

でも全員がそういう目視という状況の中

で、公園のいろんな形の遊具なり状況を

監視されているとは思うんですけど、そ

の中で、今予算的に、毎年多分同じ金額

ぐらいで推移されてるんですけど、こう

いう時期に、こういう金額の出し方とい

うんか、安全対策に対して、これで十分

なのかどうか、その辺のところ、当市の

予算の関係もありますが、やっぱし優先

順位の中で、もしそういう問題が起これ

ば、瑕疵責任とか、いろんなことを考え

れば、そういう形のこの時期だけでも、

もう一度徹底的に人をふやして、そうい

う点検をしていくというようなお考えが

あるんかないんか。

　それと、公園は、従来、子どもの遊び

場という形の考え方だったんですけど、

今はやっぱし高齢者の健康づくりという

ような物の考え方もできようかと思いま

す。そういった意味で、高齢者に対する

健康器具といいますか、そういう形の物

の取りつけというんか、そういう形をど

のように今後、この一部ジョギングロー

ドの中にはありますけど、そういう形の

ものを、どういった形で今後取りつけら

れようとしてるのか、その辺もお聞かせ

いただけたらと思います。

　７点目のし尿収集運搬委託料について
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でありますが、これはいろんな形でなか

なか従来の難しい面もあろうかと思いま

すが、協議会でもお聞きしたことがある

んですけど、いろんな業務委託という形

のもので、補償なんかも入っているとい

う、いろんな難しい面はあろうかと思い

ますが、平成７年に協定書で、自転車撤

去、公園ごみ、死獣処理という形の代替

業務をそうやって与えたという形で、平

成１２年に自転車移動委託料という形の

覚書を交わして、いろいろ撤去という形

のものをやっていただいているという形

なんで、だけど今、駅前なんかの放置自

転車に対して、土曜日、日曜日の撤去と

いう形も、今のいろいろこの委託業者の

方なんかに話す中で、やっぱし土曜日の

撤去という形が今、千里丘駅前なんか見

ておりましたら、やっぱし土曜日、日曜

日、撤去がないいうことで、あふれかえっ

ております。その辺の形について、この

業者の方とどういう形の話し合いができ

て、土曜日撤去できるような形になるん

か、その辺のお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

　それと、８番目、交通対策工事の反射

鏡という形なんで、そこで私なんか、こ

の事務報告だけ見せてもらいましたら、

３番と４番と９番と同じような物の内容

と思うんですけど、それが金額が違って

おりますんで、そこの違いをお聞かせい

ただけましたら。それと、これの契約内

容はどのようになっているのか、お聞か

せ願いたいと思います。

　９番目、街路樹剪定委託料、これも一

応、夏季台風シーズンの前に刈り取って、

冬はその美観のためという形のために、

そういう今、管理のためにやっていると

いう形のことはお聞きしました。これに

ついても、発注方法、どのような形で発

注されているのか、お聞かせ願いたいと

思います。

　１０番目、今、市営住宅の使用料の未

済額につきましては、努力されて頑張っ

ておられるというのは理解できるんです

が、やはり毎年毎年ふえていくというよ

うな状況であれば、前回一般質問でもさ

せてもらったような形で、いろんなまた

考え方はあろうかと思いますが、民間の

徴収業者に委託するなど、いろんな形か

ら、やはりこれが不納欠損とか、そうい

う形になっていくことになれば、市民の

税金のむだ遣いになるというような形に

もなりますんで、その辺のことも、この

未収額がふえないような形の取り組みを

今後も続けてほしいと思いますので、も

う一度答弁をお聞かせいただけますでしょ

うか。

　それと１１番、電波障害対策地域調査

委託料につきましては、支障への建物に

ついては理解できました。今後、ひとり

住まいの高齢者、市民の方が２０１１年

７月２４日に、今テレビではすごく宣伝

しておるんですが、やはり身近にならな

いと、なかなかそういう問題は高齢者の

方は自分のこととしてとらえにくいんで、

これは今からやはり、そういう形になり

ますよという形の市の広報なり、もう少

しきめ細かい説明を高齢者の方やひとり

住まいの方にしていってほしいと。これ

は要望にさせていただきます。

　１２番目、駐車場管理委託料、集会所

管理委託料については、いずれも地元自

治会に委託がされているということで、

これは理解できました。建替え基本構想

につきまして、一般公募ができるという

ことで理解しました。建替え事業は、今

後またどのようなスケジュールで進むの

か、わかっている範囲の中でお聞かせい

ただければと思います。

　１３番目、鉄屑処分金でありますが、
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若干いろんなシステムで、早くなりつつ

あるという進歩はしてるかとは思うんで

すけど、その中で短縮になったときに、

当初、当市においてのリサイクル鉄屑処

分金の収入増になると思うんですが、ど

のような考えをお持ちで、どういう形で

進んでいかれるのか。毎年３０万円前後

で鉄屑という形になって、これはなかな

か警察との連携で、ほかの連携もあって

難しいと思いますが、当市としては、そ

ういう形の鉄屑じゃなくて、リサイクル

という形の中での収入を少しでも上げて

いくと方の中での物の考え方をお聞かせ

いただきたいと思います。

　それと、交通対策課、違法駐車指導員

委託料が９か月間の契約ということで、

委託料が減っているんでしょうかね。そ

れと、またこれを１年にしたら、どうい

う形になるのか、また、業者選定はどの

ようになるのか、お聞かせいただきたい

と思います。

　１５番目、違法駐車追放事業の自治会、

苦情に対してでありますが、これは自治

会の方に苦情が来たときの対応について、

具体的にどのような動きをされているの

か、お聞かせ願いたいと思います。

　１６番目、市内循環バス運行でありま

すが、これは平成１６年に近鉄バスが赤

字ということで、それの補てんで始まっ

た事業で、やっぱり市民の方の足を確保

するという形で市内循環を走らせていた

だくという形のもので、補助金という形

で毎年１，０００万円ずつ補助を出して

るわけなんですが、そのところでルート

を変えて若干ふえてきたという形の推移

はありますが、やはりこれは、今後どう

いう形のもので、この４月から、今まで

政策推進課の方で担当してた巡回バスと

の形が、今度は交通対策課で、この４月

からそういう形で取り組まれているとい

う形の状況になっておりますんで、従来

から一津屋の方に走っていたバスがなく

なって、すごく一津屋の方が困っておら

れるというような形も聞いておりますん

で、巡回バスを味生公民館に、また今、

復路の方も走らせていただいて、やはり

被害というんですかね、そういうやっぱ

りされている方のとこにも、いろんな形

のトライをした中で、やはり１人でもそ

ういう不便を感じることのないような、

いろいろ難しい面はあるかと思いますが、

これから施設巡回バスと近鉄バスとのい

ろいろ、今度４月からは一つのとこでい

ろんな形の受け皿になっていきますんで、

その辺のことの整合性を持って、今後当

たってほしいという、これは要望にさせ

ていただきます。

　１７番、放置自転車の今、フォルテの

現在の状況、対策と今後の対応について、

もう一度詳しくお尋ねいたしておきます。

　１８番目、これも千里丘、今のいろい

ろ設計の段階のいろんなことは聞かせて

いただきましたが、建替工事に伴って千

里丘西側の自転車の駐車場対策、駐輪場

対策は、今後どのような形にされるのか、

もうちょっと具体的に教えていただけま

すか。

　１９番目の交通事故発生に対しては、

今後とも警察と連携を密にしていただい

て、１件でもそういう交通事故がなくな

るような形で取り組んでいただきたい。

これは要望とさせていただきます。

　以上です。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　２回目の質問

の中で、まず１点目ですね、緑化推進員

と緑化推進嘱託員、これの仕事の内容の

違いということでご質問でございますけ

れど、まず、緑化推進員は先ほど説明さ

せていただきまして、嘱託員についての
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内容について説明させてもらいますと、

それなりの技術を持った方であって、今

現在、作業をしております。２名採用し

ておるんですけれど、この方につきまし

ては、大阪市の公園の業務をずっと定年

までされた方でございまして、緑化に対

してかなりの知識を持っておられます。

　その中で、平成１４年９月から開設い

たしました花とみどりの相談所がござい

ます。その中で、市民からの相談を受け

たりしております。あとは、そのいろん

な苗圃での育苗の指導、それから花と木

の実践養成教室、それと樹木の剪定教室、

それと市民から要請による派遣講師とい

うことで、市民から要請があれば、出向

いていって、いろんな形でもって講習を

していただける。それだけの能力をお持

ちです。ということで、月２０万円お支

払いさせてもらっております。年間で２

人で４８０万円の金額をお支払いしてい

るのが現状でございます。

　普通の緑化推進員につきましては、そ

れのお手伝いということでしていただい

ております。

　２点目の都市公園管理作業委託の中で、

１８年度までは単価契約でもって随意契

約で行っております。そのときの落札率

でいきますと、約７０から８０いう形で

報告させていただきました。１９年度か

らにつきましては、昨年の決算時での改

善指導により、指名競争入札でもって発

注いたしております。

　ただ、今現在発注しておりますのが、

そのうちの一部でございまして、まだ残

事業も残っております。だから、一概に

どうかということについては、まだちょっ

とこの場ではお答えができませんので、

すべての清算が終わりました時点で、結

果について報告させていただけると思い

ますので、どうかご理解のほど賜りたい

と思います。

　３点目の、新幹線公園等で、公園など

のようにちょっと特殊な公園もあるんで

すけど、総体的にマンネリ化している。

今現在、公園としてはどないしてんねん

という話でございますけれど、今摂津市

内にある公園は、ほとんどが２０年以上

経過した形の中で、よく叫ばれておりま

すのは、公園自体の再整備をしなさいと

いう形であります。

　だから、例えば再整備を行った公園が

どこにあるんや言いますと三島公園、あ

れは平成８年に再整備を行いました。そ

ういうふうな形で、すべての公園につい

て、やっぱり再整備を行っていった中で、

やっぱり皆さん方が使いやすい公園をつ

くっていこうじゃないかという考え方を

しております。そのためには、やっぱり

ワークショップでもって市民の皆さん方

の意見を取り入れながら、そういうふう

な形の整備をしていきたいというふうに

考えております。

　ただ、これにはかなりの予算が必要に

なってきます。事業費がかなりあります。

それの事業費が確保できるまでの間は、

今の形の中で、とりあえず今ある施設を

要するに有効に使っていくような形でやっ

ていきたいと思いますので、将来は、今

申しましたように、再整備をした中で、

再度特色のある公園をつくっていきたい

なというような考え方をしておりますの

で、よろしくお願いします。

　次に、原材料費の中で、それと補修事

業とどう違うんかとお尋ねであります。

補修事業につきましては、業者でもって

発注いたしまして、その中でもって一部

を交換していっているという形の事業で

ございます。原材料を使って、例えばベ

ンチ等を交換しているのは、これはすべ

て職員でもって、特に公園をパトロール
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している職員が木だけを購入して、あと

は全部取りつけ、取り外しは全部行って

おります。だから、すべて職員でもって

作業を行った中で、要するに補修していっ

てるというのが原材料で仕事を行ってい

る内容でございます。

　５点目に、公園遊具に対しての安全の

対応をどうするんかという内容でござい

ます。現在、遊具につきましては、かな

りの公園で老朽が進んでおります。その

中で、事故防止については日常点検とし

て公園の遊具を専門の職員が１名で毎日

巡回しております。大体、１か月に１度

ぐらい、すべての遊具を見ております。

　その中で、これはもう取り替える状態

ですよとか、これは塗装が必要ですよと、

この遊具は、このまま置いといてもまだ

問題ないですよいう形で、常にその中で

判定を行っております。

　そのような形で点検を行っておりまし

て、どうしても取りかえる必要がある場

合につきましては、私ども予算の許す範

囲の中で取替えを行っております。

　よって、一番何が必要かと言いますと、

遊具については、いかに維持管理を行っ

ていくか。例えば、鉄製品であれば、さ

びが発生している状態であれば、できる

だけ早期に塗装を行う。支障に耐えられ

ないと判定された遊具については、先に

撤去してしまおうじゃないかという形で

させてもらっております。

　ただし、これ撤去いたしますと、地元

自治会の方からやっぱり新しい遊具をつ

けていただきたいという要望が出てまい

ります。それらにつきましては、一応、

予算の許す範囲の中で、次年度でありま

すけれども、予算要求をして設置してま

いるのが現状でございます。

　さらに、公園遊具の危険度の判定でご

ざいますけど、基本的には目で見て、実

際にさびているか、さびていないか、木

であれば傷んでいるか、傷んでないかと

いうような形で判定を行っています。

　将来的にはどうかと申しますと、他市

で、例えば茨木市、高槻市、これらにつ

きましては、公園施設業協会という団体

に加盟している遊具の業者で、専門的な

知識を持った方が定期点検を回っておら

れます。本市の公園遊具の定期点検は年

１回だけにした場合、どれぐらいの委託

料がかかるのかいうことで、過去に一遍

試算させてもらったときに一度考察して

もらったのが五、六百万円ということな

んですけれど、摂津市に実際にある遊具

ですね、その遊具が何個あって、どんな

遊具があるんかというような形で、再度、

見積りをとりますと、大体３００万円ぐ

らいでできるんじゃないかと。ただ、こ

の３００万円言われても、かなり厳しい

金額でございます。

　もしそういう業者に発注いたしますと、

今心配しておりますのは、かなり厳しい

基準でもって判定が行われます。そうし

ますと、どうしてもそれが撤去しなさい

という形の判定になりますと、そのまま

置いておくわけにはいかないという形で、

かなりの遊具がなくなっていく可能性が

ございます。

　ただ、そう言うてましても、他市の状

況を考えていきますと、やっぱりそうい

うふうな形で定期点検に出していくとい

う方向に変わりつつありますので、一応、

来年度には定期点検を専門業者に委託で

きるような予算計上をしてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　７番目のご質問

で、し尿の代替業務として供与した自転

車撤去業務について、土日の撤去はでき
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ないのか、業者と協議をすべきではない

かというご質問でございますけども、自

転車撤去自体は交通対策課の所管でござ

いまして、私どもの所管ではないんです

けども、代替業務としてし尿の補償とし

て供与した業務であるということ。さら

に、し尿の収集業務との関連というのも

ありますので、今後、関係課、それから

業者と協議をし、検討していきたいと思っ

ております。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、８

番目の交通安全対策工事のカーブミラー

の事務報告書２１８ページの３番、４番

の内容と９番の内容が一緒にもかかわら

ず金額が違うのはなぜかという内容でご

ざいますけれども、確かに、内容といた

しましては二面鏡、８００ミリ、１基、

曲柱という内容になっております。違い

といたしましては、金額の違いでは１万

４，４９０円違うわけなんですけれども、

この違いは基礎にございまして、３番、

４番につきましては、既存コンクリート

構造物に穴をあけまして、それを基礎に

しましてカーブミラーを設置しましたと

いう内容でございます。９番につきまし

ては、基礎をつくりまして、４０センチ

真四角、深さ８０センチというものをつ

くりまして、その基礎の違いが価格の違

いでございます。

　発注方法でございますけれども、一応、

単価契約におきまして、想定される２０

種類の項目につきまして本市の方で積算

を行いまして、６社から見積りをとりま

して、安価な業者に単価契約をもちまし

て年間通じて発注しておるのがカーブミ

ラーの発注方法でございます。

　続きまして、９番の街路樹剪定の発注

方法についてでございますけれども、こ

れにつきましては、先ほど申し上げまし

た内容におきまして積算を行いまして、

指名競争入札で行っておるものでござい

まして、委託の期間といたしましては、

１８年５月３１日から１９年２月２８日

の中で、８社の参加業者の中から落札業

者を決定したものでございます。

○山本靖一委員長　早川参事。

○早川交通対策課参事　保管期間が短縮

になったときの処分金の増は見込まれる

かということなんですが、保管期間の短

縮が可能になれば、費用対効果等を考え

て、収入増になるように検討の方をして

まいりたいと思います。

　次に、１７年度の委託料の減というこ

とで、今度１年にするとどうなるかとい

うことと、業者選定はということなんで

すが、一応業者選定につきましては、１

８年度、指名競争入札で行っております。

中身としましては、交通誘導警備２級以

上で駐車監視員の資格を有する者を配置

させていただいております。

　また、１９年度につきましては、指名

競争入札で３年の複数年契約を行ってお

りまして、そのことによりまして、年間

約８００万円程度の予算となっておりま

して、民間委託になりまして約１００万

円の減になる予定になっております。

　自治会と苦情対応についてどういった

活動を行っているかにつきましては、交

通指導員につきましては、摂津市違法駐

車等の防止に関する条例に定める重点地

域及び重点路線において、１８年度、年

間延べ４５０人、日にちにしますと２６

２日間、活動を行っておりまして、通常

そういう活動を行っておりまして、それ

以外にも、苦情、要望等がありましたら、

その箇所についての迷惑駐車等の防止の

啓発活動を行っております。

　また、１８年度からは、安心安全パト

ロールとして青パト活動も実施しており
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ます。

　次、１７番目、千里丘第１自転車駐車

場建替工事の現在の状況についての対策

ということで、現在、フォルテ摂津周辺

の自転車駐車場につきましては、朝早く

から満車状態となっておりまして、交通

対策課としてもちょっと苦慮しておるん

ですが、フォルテ摂津周辺に駐輪場の用

地になるものを探しましたが、見当たら

ず、一時的にフォルテ摂津地下自動車駐

車場の一部を自転車置き場として利用す

る予定で、現在、準備しておる最中でご

ざいます。

　１８番目、建替工事に伴って、千里丘

駅西側の自転車の駐輪対策ということで

すが、千里丘三丁目６番地域に仮設自転

車駐車場を設置しておりますが、千里丘

駅西側にも自転車があふれることが予想

されましたので、９月の工事開始時期よ

り、自転車指導員２名を８時から配置の

方をしております。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、１０

番目の市営住宅使用料の未済額につきま

してご答弁申し上げます。

　未済額につきましては、個別に見ます

と公的扶助を受けられた方の受けるまで

の滞納が、なかなか減らないとか、病気

であったとか、失業していたとか、いろ

いろ事情はございますが、いずれにしま

しても徴収率、収納率を向上させること

は重要な課題であると認識しております。

　今、委員ご指摘の、民間の徴収業者が

あることは我々も承知しておりまして、

営業活動としまして本市にも電話やファ

クスなどはございます。しかし、現段階

では、職員での夜間の臨戸訪問をふやす

ことや、保証人に対して連絡をするなど、

できるだけ工夫をしながら、収納業務に

取り組んでまいりたいと考えております

ので、よろしくご理解賜りますようお願

い申し上げます。

○山本靖一委員長　林参事。

○林建築住宅課参事　質問の１２番、市

営住宅建替え事業のスケジュールにつき

ましてご答弁申し上げます。

　本建替え事業は、国の地域住宅交付金

の対象事業として施行しており、地域住

宅計画の中では、平成１９年度から２３

年度までの５か年事業として取り組んで

います。今年度は、基本設計と旧市民プー

ルの解体工事を対象事業としており、計

画では来年２０年度に実施設計、２１年

度に道路等の工事を行い、２２年度に建

設工事に着手し、２３年度完成としてお

ります。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　先ほどの中で

１点抜けておりましたので、高齢者に対

する健康遊具ですね、それの設置をどう

かという話でございます。

　確かに、公園というのは、小さなお子

様からお年寄りまでが利用される部分で

ございますので、高齢者の方に対しまし

ても、やっぱり当然の配慮をしていかな

ければいけないというふうに考えており

ます。

　その中におきましては、予算の許す範

囲の中で、今後は設置してまいりたいな

という考え方をしておりますので、よろ

しくお願いいたします。

○山本靖一委員長　あと、電波対策の問

題がありましたよね。長野次長。

○長野都市整備部次長　委員ご指摘の、

２０１１年７月２４日に移行することに

ついての市民へのＰＲでございますけど

も、国も総務省電波管理局とも、これは

国の責務であるということは申しており

ます。

　ただ、市としましても、委員ご指摘の
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高齢者であるとかということは、政策と

か福祉の部門とも協力しまして、前向き

に取り組んでまいりたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原委員　それでは、再度質問させて

いただきます。

　まず１番の、緑化推進嘱託員の方と推

進員の方は、嘱託員の方がプロ的な方で、

啓発とか、そういう形のもので緑化活動

に推進されているというような形のこと

でよろしいんでしょうか。その辺の確認

だけちょっとさせていただきたいと思い

ます。

　それと２番目、維持管理、公園管理委

託料のところでの、これは単価契約、こ

としも昨年と一緒で、多分契約金額の割

合が７０から８０と昨年あった、ことし

も一緒やということで、その辺で説明が

なかったんかなと思いますが、その辺の

ことの確認させていただきます。それと、

本年度、１９年度からは、そういう単価

契約から指名競争入札という形の形態が

変わったという形で、まだ上半期しか過

ぎておりませんので、その辺の実績とい

うのは、また来年の決算のときにお聞き

したいと思います。

　それと、特色ある公園づくりというこ

とで、公園をいろいろ２０年ぐらいそう

いう形で来たんで、いろいろ整備してい

かなあかんという形のもので、取り組み

は考えているということであったんです

けど、じゃあ、実際に具体的にどういう

形の取り組みをするかと言えば、ワーク

ショップなんかを開いて、市民のアンケー

トなんかをとった形で市民のニーズに合っ

たような公園づくりを今後していくよう

な取り組みを本年度はされるんかどうか、

来年度ですね。その辺のところもちょっ

とお聞かせいただけたらと思います。

　それと、３番の砂と樹木なんかに関し

ましては、職員の方がそういう形で直接

出向いてやられるということで、５番の

補修というのは外注に出されて、これは

やられてるという認識でいいんかどうか、

そこだけ確認させてください。

　それと、今の公園遊具取替事業に関し

まして、年１回のそういう専門業者に出

せば過去五、六百万円かかったと。もう

一度、再見積りを出したら３００万円ぐ

らいでできると。しかし、すごく、前回

もお聞きしたんですけど、これはかなり

高度なというんか、きつい状態というん

か、すごく安全を第一にしたという形の、

今の多分、摂津市内に置いてる遊具の形

だったら、ほとんどというんか、５割ぐ

らいはそういうのにひっかかって、現実

に取りかえなあかんという形の状態が出

てくることも考えられると思うんですけ

ど、そのときに、そのぐらいの形の出て

きたときに、予算措置ができるのかどう

か。そういう、ただ検査だけして、そし

たら危ないという検査結果が出たら、そ

れに対してそれの措置をしないという形

に対しての瑕疵責任は、今以上に強くな

るんではないかと思うんですけど、その

辺の考え方をお聞かせください。

　また、予算的に優先順位なんですけど、

先ほど言いましたような高齢者の健康づ

くりという形のものの器具に、そういっ

た意味では取りかえていくというような

形の物の考え方があるのかどうか。

　７番目に関しましては、一応関係各課

が、今までは下水の方がやられてたんを、

今度は交通対策と密な連携を保っていた

だいて、放置自転車対策に当たっていた

だけるということを確認できたと思いま

すんで、今後は、そういう形の中で放置

自転車対策、交通対策の方でよろしくお

願いするということで要望させていただ
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きます。

　それと、８番目の反射鏡に対しては、

過去これずっと単価契約で来られたんか、

それとも両方の、街路樹の方もそうです

けど、指名競争入札、街路樹の方ですね、

そういう形で来られたんか、それとも契

約は途中で変更があったのかどうか。今、

もしこういう状態の中で、上というんか、

反射鏡が単価契約、下が指名競争入札と

いう形になってるんであれば、もし変わっ

た経緯があるんだったら、いつからこう

いう形になったかというのが、もしある

ようでしたら、お聞かせいただきたいと

思います。

　それと、１０番目、市営住宅使用料に

つきましては、いろんな事情がある方が

いろんな形で入居をされております。そ

ういう形の方には、きめ細かいそういう

いろんな減免措置とか、いろんな形を親

切丁寧に教えるというか、知らせていた

だいて、その人らの本当に障害にならな

いような形の中におきましても、やっぱ

し滞納という形は、やはり市民から見て、

やっぱし不公平という形のものが残りま

すんで、今後とも、やはり最低の義務を

果たしていただくという形で、積極的な

取り組みを要望しておきます。

　１２番、市営住宅の建替え事業につき

まして、入居者の高齢化もあると聞いて

おりますので、できるだけ早く事業を完

成するよう要望しておきます。

　１３番目の鉄屑処分金で、今後そうい

う形で、いろんな形で取り組まれてると

いうことで、今後も収入が少しでも上が

る、鉄屑じゃないような形の対応をよろ

しくお願いしていきます。これは要望に

させていただきます。

　１４番目、今一応、１年にして業者選

定はそういう形のもので、やっぱしこれ

も単価を少しでも低くしていくという、

一応の努力は買いますので、こういう形

の中で、いろんな方法なり、いろんなそ

ういう形の施策を持って、今後も当たっ

ていただきたいと思います。これもう結

構です。

　違法駐車追放事業の関連につきまして、

自治会からの苦情、今、実例で、桜町の

住宅街の中にでも、結構そういう違法駐

車があるというような形も出てきており

ます。一応、違法駐車重点地域というと

ころは、多分そういう形でまめに回られ

ているとは思うんですけど、住宅地の中

でそういう違法駐車があるという形。南

摂津のモノレールの駅なんかは、とめる

時間が短いいう形で、通報して行ったと

きにはもうないという状況もよくお聞き

しますが、その辺は重点地域でよく回ら

れていると思いますが、過去やっぱし、

自治会の中にも、やはりそういう状況が

起こっておりますので、そういうのも本

当にまめに、そういう自治会からの苦情

が来たときには、適切に、いち早く対応

していただくことを、これも要望させて

いただきます。

　指導員、今のフォルテの方ですね。今

そういういっぱいになってきて、今一部、

自動車のスペースも自転車のスペースに

確保していって、今後やっていくという

形で、これは多分、今後、第１駐輪場が

増設の工事が終わったときには、今お聞

きすると、いろんな下で聞くと、やっぱ

し吹田の方から、今まで第１にとめてた

人が今のフォルテの方に来ているという

ような形でいっぱいになってきて、周り

もいっぱいになっているという形の状況

がありますが、やはり地域に住んでおら

れる方が、すごく今迷惑されております

んで、この方の対策も一応、今、第１駐

輪場の方で２名出してもらって建替えを

やってもらいますが、そういう形のもの
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の人の、うまいこと使えるような形で、

その放置自転車が、これも事故の一つの

大きな原因にもなっていきますんで、そ

の辺の対策もよろしくお願いしておきま

す。これも要望とさせていただきます。

　今の建替え、千里丘第１駐輪場の件な

んですけど、今年度から、今そういう形

で２名が４時まで回っていただいて、そ

の間は確かに放置自転車は少なくなって

おります。私も何遍も見にいった中で。

去年は、花壇のとこに有料ラックをして、

すごく道幅も大きくなって、しばらくは

きれいだったんですけど、またしばらく

したら放置自転車がふえてきていると。

　もうやっぱし、それは追っかけっこで、

やっぱし第１駐輪場が完成して、きっち

り駐車できるスペースを確保した後に、

そういう撤去という形に。とめるとこを

先に確保するというのが、やはり市の責

任かと思いますが、その間に、やはりと

めてもらわないような形の対策という形

で、これは今後の課題にもなると思うん

ですけど、やっぱしシルバー人材センター

の方、今まで勤めておられた方を、今後

どういう形のもので雇用していってもら

えるか。そういう話し合いも各課でして

いただくような形をお願いして、これは

要望とさせていただきます。

　以上です。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　まず１点目の、

嘱託員の件でございますけれど、これは

一応、それまでのいろいろ培ってきた知

識をそのまま持っておられる方で、かな

り経験もあるということでございますの

で、かなりやっぱりそれなりの知識を持っ

ているという形の中で、こういうような

報酬を払っているという形でございます。

　２点目の公園管理委託料の分ですけれ

ど、一応７０から８０という形で落札と

説明させてもらったんですけれど、正式

に言いますと約７６ぐらいから７８ぐら

いの落札率で、単価契約の場合はなって

おります。

　今年度につきましては、まだ出ており

ませんので、申しわけないですけれど、

出た段階でもってまた報告させていただ

きますので、それはよろしくお願いしま

す。

　それと、特色のある公園の中で、ワー

クショップを今後は利用していくかとい

う話なんですけれど、来年度からにつき

ましては、まだ公園についてはまだ考え

ておりません。

　ただ、その中で、いろんな、今後公園

が出てきた場合においては、やっぱり地

元の意見、特に皆さん方の意見を入れた

中でのやっぱり公園をつくって、そうす

ることによって、その公園に愛着を持た

れると。その持たれることによって、で

きましたら維持管理までしていただけた

らという形の中で、そういうふうな形を

考えておりますので、できるだけ皆さん

方の意見を入れた中で、やっぱりそうい

うふうな形の管理もしていきたいなとい

う考え方しております。

　それと、もう一点が、原材料でもって

の修繕と、それから補修の分は、先ほど

申しましたように、片方は職員でやって

いると。片方は外注しております。業者

でもって発注しておりますという形でご

ざいます。

　最後に、例えば、遊具の分で高度な安

全基準が出てまいります。その中で、確

かに撤去しなければいけない遊具が出て

まいると思いますけれど、できるだけ補

修でいけるような分についてはやっていっ

て、できるだけ少しでも長く使えるよう

な形で、やっぱりそういうふうな形で遊

具も使っていきたいと思いますので。
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　ただ、どうしてももう撤去しなきゃい

けない場合は仕方ないですけれど、それ

以外については、できるだけ補修をする

ことによって、もしちょっとでもその寿

命を延ばせるような形になればいいなと

いう形で考えています。

　健康遊具につきましても、先ほど申し

ましたように、考慮した中で、やっぱり

設置していかなきゃいけないという考え

方は持っておりますので、よろしくお願

いいたします。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、カー

ブミラーの発注の方法と、街路樹剪定の

発注の方法の過去のことでございますけ

ども、約１０年ほど前にさかのぼって申

し上げますと、平成９年、１０年におき

ましては、今と同様で、単価契約により

まして発注しておりました。平成１１年、

１２年の２か年におきましては、上半期、

下半期という形で分けまして、一応、設

置する場所の積算を行いまして、指名競

争入札による発注を試みたわけでござい

ますが、その結果といたしまして、単価

契約等においての価格の差は、さほど出

てこなかったということと。

　ただ、発注方式でやりましたときの経

験で、上半期、下半期と分けたことがあ

りまして、即効性にそぐわないというこ

とから、平成１３年度から今のような状

態の単価契約に戻しまして、発注の方法

としましては、単価契約で年間、三、四

回、もしくは四、五回、大体おおむね２

基程度をめどに設置していっているのは

今現在も変わらず、１８年度もそういう

ふうにした内容でございます。

　街路樹剪定につきましては、先ほど申

し上げました内容で、ボリューム等がも

うわかっておりますので、これは過去に

おきましてから、ずっと指名競争入札に

よりまして発注しておるものでございま

す。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５１分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　野原委員。

○野原委員　ありがとうございます。

　反射鏡、または道路剪定という形で、

契約内容で、過去、単価契約であったり、

指名競争入札、そういうことを繰り返し

た中で、一番安いというんか、費用対効

果に合ったような形で今の形になったと

いうことで、これはそういう理解の中で、

本当に費用対効果を考えた中で、やっぱ

し即効性というんか、急ぐやつは単価契

約の方がより有効的であると。その積算

根拠と透明度がはっきりすれば、そうい

う形の中で費用対効果という形の、各課

におかれましても、そういう契約内容を

今後とも検討していっていただきたいと

思います。

　また、公園みどり課に関しまして、先

ほどお尋ねした中で、もう一点、ちびっ

こ広場の管理補助金に対しまして、今、

チップの散布によりまして雑草の生えに

くくなるというような形のデータも出て

おるように聞いております。その辺の啓

発をどのようにされているんか、最後に

そこをお聞きしたいと思います。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　樹木のチップ

を利用した雑草防止にはどういう対応を

していくかということで、市内の公園ち

びっこ広場では、広場全体にチップをま

くのではなくて、広場周辺の植栽帯にもっ

て一応、チップをまくという、そういう

利用方法が今、行っており、多少効果は

出てきております。

　しかし、弊害もありましてね、樹木チッ
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プをしたために、本来の樹木にもともと

入ってたキノコ類の菌が発生したりして、

色がかなり黄色い色をして、嫌がられて

いる場合もあります。それと、ちょっと

した害虫が発生したりしておりますけど、

その辺の分をちょっと辛抱していただけ

れば、雑草防止には大変効果が出ており

ます。

　一応、私とこは、ちびっこ広場の管理

補助金の分の実績報告とか収支報告書を

毎年３月末に出していただいております。

そのときに、一応、私どもの方から自治

会長さんに通知文書を送りますので、そ

の折にでも、樹木チップの活用の啓発を

行ってまいりたいなという形で考えてお

りますので、よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　よろしいですか。

　野原委員。

○野原委員　ありがとうございます。

　ちびっこ広場というのは、自治会が管

理されて、地域の方がそこで使われてい

るということで、本市の方も地域は地域

でという形のスローガンというか、そう

いう取り組みをしておりますんで、こう

いったところにも予算は少ないんで、有

効的に使っていただけるような取り組み、

また、地域の方とのコミュニケーション

を密に持ってもらって、そういう有効に

使えるものは有効に使ってもらえるとい

う啓発も、今後も積極的に進めていただ

きたいということをお願いして、質問を

終わらせていただきます。

　ありがとうございました。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　本保委員。

○本保委員　それでは、歳入の方はこの

決算書の中から、歳出の方は決算概要の

方からお尋ねをいたしますので、ページ

数申し上げますので、よろしくお願いい

たします。

　まず、歳入の方ですけれども、３９ペー

ジ、目４、土木手数料、節１、明示手数

料というのがありまして、この２１万７，

８００円についてお尋ねしたいと思いま

す。これは、監査結果報告書の中で、道

路課として明示手数料収納事務において

一部で調定の誤りが見られたとあります

けれども、これは先ほど１０７件あった

といううちに、そういったものが存在し

たのでしょうか。どういうことであった

のか、この点についてご説明をお願いし

たいと思います。

　歳出の方ですけれども、概要の１０６

ページですけれども、これは歳入の方に

も土木費国庫補助金、また土木費府補助

金として地籍調査費の補助金が４５０万

円合計で上がっておりますけれども、歳

出の方で６４６万２，７５０円というこ

とで業務委託料としてこの官民先行型の

境界査定実施の費用が上がっているんで

すけれども、この測量件数と明確になっ

た件数をお聞かせいただきたいと思いま

す。

　また、執行率が８６．３％となった理

由についても、あわせてお聞かせをいた

だきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

　続きまして、概要の１０５ページです

けれども、交通安全啓発事業１２０万６

６３円についてお尋ねをいたします。

　春、秋の交通安全運動の推進及び市民

への交通安全意識の高揚を図るとありま

すけれども、具体的に効果はあらわれて

いるのでしょうか、それについてお聞か

せをいただきたいと思います。

　続きまして、概要の１１１ページ、Ｊ

Ｒ千里丘駅エレベーター設置補助事業３，

０７２万６，０００円のうち、１，２６

６万６，０００円は当年度で、残額は先

ほどご説明がありましたように、１，８
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０６万円は１９年度へ繰越しとなってお

りますけれども、これに関しましてお尋

ねをしたいと思います。

　ＪＲ千里丘駅のエレベーターの設置の

現状と、これに関連して１９年度へ繰り

越した分の進捗状況についても、あわせ

てお聞かせをください。

　現状では、来年２月末完成予定と掲示

をされているのですが、工事は現実に進

められているようには、どうも外側から

見ていて見受けられないというのが状態

でありまして、設置が本当に予定どおり、

来年の２月にできるのであるのかどうか。

あと３か月ほどしかありませんので、２

月に設置が間に合うのかどうかというこ

とについても、お聞かせをいただきたい

と思います。

　同じく１１１ページ、震災対策推進事

業、これは５万円の費用ですけれども、

大阪府建築物震災対策推進協議会の負担

金というふうになっておりますけれども、

１８年度においてどのような協議が行わ

れて、また、本市においては、それを受

けてどのように震災対策を推進されたの

か、お聞かせをいただきたいと思います。

　１１５ページ、公園遊具補修事業、こ

れが２２２万４，１１０円及び公園遊具

取替事業２４６万７，５００円のこの中

身でございますけれども、あらまし事務

報告書２１４ページにも記載されており

ますし、野原委員も先ほどご質問された

ところでありますけれども、この遊具の

補修及び取替えの基準については明記さ

れておりません。この件に関しては、昨

年の決算で、私がこの折にも要望してま

いりました。遊具の安全基準策定に向け

て検討をお願いしておりましたけれども、

その進捗状況についてご検討いただいた

のかどうか、お聞かせをいただきたいと

思います。

　同じく１１７ページ、市営住宅の建替

え基本構想策定事業２９４万円とありま

す。この建替え基本構想策定委託料につ

きまして、その中身でありますけれども、

建替え基本構想の中でこの余剰地がある

と思うんですが、この余剰地についてお

尋ねをいたします。その活用については、

どのようにお考えであるのか、お聞かせ

をいただきたいと思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、１

点目の決算書３９ページ、歳入の道路敷

地境界等明示手数料の２１万７，８００

円、内容につきましては、事務報告書に

上げております１０７件でございます。

監査事項の内容で調定内容に誤りがあっ

たと。この内容についてというお問いで

ございます。

　条例におきましては、明示におきまし

ては、受け付けたときに徴収するという

内容になっております。これは条例の内

容でございます。指摘の内容といたしま

しては、１０７件に対する徴収を行いま

して、結果その歳入が２１万７，８００

円でございます。

　しかしながら、そのうちの７件が、受

付日が１８年の２月９日から３月１４日

にかけまして７件受け付けたわけでござ

いますけれども、調定、収入しましたの

が４月に入ってからということになって

しまいましたので、７件分、金額にいた

しまして１万４，０００円分というのが

監査での指摘の内容でございます。

　続きまして、２番目、地籍調査の事務

の内容でございますけれども、事務報告

書にも書いておりますように、これは１

８年度から実施した事業でございまして、

都市再生地籍調査、官民先行型業務委託

という形で、１８年度が初年度でござい
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ます。

　内容といたしましては、官民先行型と

いうのは何であるかというのは、内容と

しまして地籍調査ですので、あくまでも

面積を求める。地籍をするに、一筆地一

筆地、土地にはすべて地番がついてござ

います。その地番の面積は幾らでしょう

かということを出すのが、本来、国が求

めております内容でございまして、大き

くは摂津市の行政区域内すべての面積を

出しなさいということであるわけなんで

すけれども。

　ただ、おのおのの地番には、それぞれ

所有者がございまして、その所有者の土

地を確定するには、民民の境界まで確定

しないことには面積は求められないとい

うことから、大阪府におきましては、全

国でワースト１の大阪府では、わずか２

％の地籍しか決まっていないというよう

な状況から、国の方が、とりあえずは官

と民との境界を決めることでも国費の補

助は出しますよということから下がって

まいりまして、それを取り入れたのが１

８年度事業でございます。とりあえずは、

１８年度から官と民の境界ですので、必

ずしも摂津市の道路だけには限りません。

河川との境界であるとか、府道との境界

であるとか、要するに官と民との境界を

すべて出していきましょうということに

よりまして、その官有地で囲まれており

ます民地すべてのブロック単位での、ま

ずは面積を出していきましょうというこ

とで進めておりますのが官民先行型でご

ざいます。

　１８年度の内容としましては、地籍調

査としまして、桜町１丁目、２丁目の一

部、面積にしまして０．０８平方キロメー

トル、市道としまして確定しました延長

としましては、ほぼ２．７キロというの

が官民境界が確定したものでございまし

て、座標変換といいまして、これ世界測

地系、簡単に申し上げますと、今現在ちょっ

と時代が進んでおりますので、衛星座標

によりまして、そういうふうな大きいポ

イントを衛星によって管理していこうと。

こういうものを座標の変換、これを鶴野

１丁目から４丁目及び正雀本町２丁目、

ポイントとしまして７６３点を座標変換

を行ったものの委託の内容でして、６４

６万２，７５０円ですので、補助金が、

先ほど委員もおっしゃったように国費か

ら３００万円、府から１５０万円、差の

１９６万２，７５０円が市から負担した

と、こういうふうな内容になっておりま

す。

　決算概要によりまして、執行率８６．

３％になった内容でございますが、これ

は落札差金の内容でございます。入札を

行いましたので、落札の差金がそれだけ

出てきたという内容でございます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　公園の遊具補

修並びに遊具の取替えの関係で、いろん

な点検関係ですね、どんなふうな形で判

定基準をつくっていったかという内容で

ございますけれど、一応、私とこの分に

つきましては、職員が目視でもって現場

を確認しながら、これはもう取替えなけ

ればいけない遊具であるという形の判断

をしてるんですけれど、ただ、この判定

を行おうといたします場合、それなりの

やっぱりきちっとした形の講習を受けた

中で、やっぱり資格が必要になってまい

ります。

　その中で皆さん方点検されているんで

すけれど、まず、点検方法の中で判定基

準がいろんな形であるんですけれど、例

えば、今申します日本施設業協会でもっ

ている判定では、まずＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄと

いう４つの判定がございまして、例えば、

－ 28 －



Ａの判定であれば「現状は異常なく、修

繕の必要がない」Ｂであれば「やや劣化

及び磨耗のきざしはあるが、現状では修

繕の必要はない」Ｃ判定しますと「部分

的に劣化及び磨耗がありますから、計画

的な修繕を要する」と。最後のＤ判定に

なりますと「重要な部分に異常、または

全体に老朽化があり、至急対処が必要で

ある」という形の、こういうふうな４つ

の判定がございます。

　この判定をするのには、やっぱりそれ

なりの資格を持った方がやらないと、な

かなか難しいんじゃないかという形を考

えております。それでもって、一応、他

市ももうそろそろ定期点検をやっていこ

うじゃないかという方向に変わりつつあ

りますので、先ほど申しましたように、

一応来年度からは定期点検を専門業者に

委託できるような予算計上をしていきた

いなという形を考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　新留参事。

○新留都市計画課参事　ＪＲ千里丘駅エ

レベーター設置補助事業につきまして答

弁させていただきます。

　平成１８年度につきましては、当初３，

０７２万６，０００円のエレベーター設

置補助金を計上しておりましたが、ＪＲ

が行った詳細設計段階におきまして地下

水が高いことが判明されたため、杭工事

及び基礎工事に先立ちまして、薬液注入

による止水工事が必要になりました。

　このため、当初予定しておりました工

程よりおくれることになりまして、平成

１９年度に薬液注入による止水工事を完

了後、杭工事及び基礎工事に着手される

ことになっております。よりまして、平

成１８年度の３，０７２万６，０００円

の補助金のうち１，８０６万円を１９年

度に繰り越しさせていただいております。

　繰り越しの内容といいますのは、主に

その地下水位が高かったことによります

薬液注入による止水工事が主な工事でご

ざいます。

　現在の状況としましては、薬液注入工

事の方は本年１０月初めに終わりまして、

現在は土木工事におきまして、ホーム内

におきまして次のステップであります階

段の下になる杭の基礎工事が、掘ってい

くという形が進められております。

　それから、京都側のホームにおきまし

ては、エレベーターのピットの箱になる

ところで作業が行われております。

　それから、建築工事におきましても、

橋上駅の補強工事、バリアフリーに伴っ

て出てきます補強工事が行われておると

伺っております。

　それから、工事は来年３月までに間に

合うのかというお問いですけども、若干

薬液注入の関係でおくれておりますが、

ＪＲにも工程調整を行い努力するようお

願いしておるところでございます。

○山本靖一委員長　大砂課長。

○大砂交通対策課長　交通安全啓発事業

についてご答弁申し上げます。

　春・秋の交通安全運動期間を中心に、

摂津市交通安全推進協議会の構成団体の

協力を得た中で、交通安全大会とか、ま

たキャンペーンなど啓発の活動を実施し

ております。

　また、これは地域からの要望等の中で、

危険な箇所に看板の設置とか、電柱巻き

つけ看板等で交通事故防止の中で寄与で

きているものと考えております。よろし

くお願いします。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、７点

目の市営住宅の建替え基本構想の策定に

ついての余剰地についてでございますけ

ども、余剰地につきましては、本委託の
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土地利用につきましては、２案作成して

おりまして、１案が余剰地を温水プール

側に配置し、将来、温水プールと一体的

に利用を想定した計画と、２案としまし

て、千里丘三島線側に余剰地を配置し、

温水プール側に市営住宅を計画した２案

を案として作成しておりました。

　そして、今年度、基本設計等業務委託

の中におきましては、教育委員会等とも

協議する中で、１案である温水プール側

に余剰地、残地を取る計画で現在進めて

おるところでございます。

　なお、余剰地面積につきましては、２，

０００平米以上は確保できるように考え

ております。そうすることによりまして、

味舌水路を挟んででございますけども、

温水プールと一体的に将来、利用が可能

ではないかと考えております。

○山本靖一委員長　大田課長。

○大田建築指導課長　震災対策事業の協

議会並びに市の取り組みについてお答え

します。

　推進協議会におきましては、年３回か

ら５回、協議会の事業を開催していただ

いております。

　主な内容としましては、ご存じのよう

に耐震促進計画法が施行されました、そ

ういう情報伝達の講演会、または耐震診

断の技術者の講習会などを開いていただ

いております。

　それに伴いまして、市の取り組みとし

て、促進計画に基づいて耐震診断補助、

耐震促進や１０か年プラン等の事業の中

身を昨年度から取り組みをしております。

　今回、予算には載っておりませんが、

１８年度、そういう事業に基づいて１９

年度に向けて予算を計上させていただい

たということの事業の取り組みでありま

す。

○山本靖一委員長　本保委員。

○本保委員　ありがとうございました。

　まず、この明示手数料の件ですけれど

も、今お答えをいただきまして大変理解

はできましたけれども、今後、こういっ

たうっかりミスに近いといっても７件も

ありますので、こういったことがルーズ

だとか、きちんと管理されてないという

ふうな印象をやはり強く市民の方はされ

ると思いますので、きちっとした形で収

納を期限内にきちんと、また年度内に納

めるように注意して、誤りなきように今

後は努めていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　あと、都市再生地籍調査の件ですけれ

ども、細かく中身も言っていただきまし

て、大変よくわかりました。今後、これ

がまた官民先行型でということで続いて

いくのかと思いますけれども、こういっ

たことでも、どのような中身になってい

るのか、また、しっかりとわかるように、

情報交換もまたしていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

　先ほどお答えいただきました次の交通

安全啓発事業なんですけれども、事故の

防止ということで、皆さん早くからいろ

いろ配ったり、いろんな形で啓発しよう

というご努力というのは、いつも見てい

て本当に大変だなというふうには思って

おりますし、また、事業費がついており

ますので、それなりの成果も求められる

ので、大変難しい内容だと思うんですね。

これは市民のモラルも問われるという、

片方の観点から見れば、こちらの方から

いろいろ駐輪場をふやせとか、いろんな

ことに対してこたえていただいて、行政

の方も駐輪場の整備に今回、またＪＲ千

里丘駅西口及び東口の方かかっていただ

いていると思うんですけれども、また先

ほどもお話ありましたように、ご答弁あ

りましたが、フォルテの方で駐輪台数の
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方をやっぱりふやしていくような努力も

されているということも伺っております

けれども、やはりモラルの問題ももちろ

んあるんです。両面からやはり直してい

かなければいけない。整備も進め、モラ

ルもやはりしっかりと啓発もしていただ

いて、やはり駅周辺に自転車を本当にむ

ちゃくちゃに置かないようにというご指

導も、また今後、根を入れてやっていた

だきたいなと思うんですけれども。

　このＪＲの千里丘駅の西口と東口です

ね、現在、整備をしていただいておりま

すけれども、ＪＲの敷地内につきまして

も、これは非常に不法駐輪が多くて、特

に雨の日なんかは、ちょっとしたことで

大きな事故にもつながりかねないという

ようなぐらい、もう目も当てられないよ

うな自転車の置き方、バイクの置き方等

をされているというのを、これは近隣か

らもかなり多くの苦情が行政の方に恐ら

く寄せられていると思うんですね。

　こういったＪＲの敷地内における不法

駐輪の改善対策はどのように考えておら

れるのか。また、この駅近隣の周辺にあ

る、先ほど、苦情が自治会長さんを通し

て連絡していただいたら対応しますとい

うふうにはおっしゃっていただいてたん

ですけれども、自治会と直接加入されて

ない方とか。そういったことなんかは直

接こちらの方に言ってこられる可能性も

あると思うんですけれども、そういった

場合の苦情の対応の仕方について、具体

的にどのように現在されているのか、お

聞かせをいただきたいと思います。

　あと、ＪＲ千里丘駅のエレベーターの

設置の件ですけれども、前回にもご説明

を、地下水位が高くてということで、薬

液を入れてその注入工事がかかるので、

１９年におくれて分散したという話もさ

れたと思うんですが、現在も工事が進ん

でいるというような今お話だったんです

けれども、外から見ていまして、あの看

板が来年の２月にというふうな掲示がさ

れているということで、やはりほんまに

できるのと。あんな状態でね。できそう

もないん違うというね。たったあと３か

月ほどしかないのでという市民の方から

の要望の声というか、お声がたくさん寄

せられているということで今回ちょっと

聞かせていただいたんですけれども。

　この点につきましては、今もＪＲとも

よく話し合って予定どおり進むようにし

ますということでお話をいただいたんで

すけれども、くれぐれも市民の皆さんが

本当に期待をされているこのエレベーター

ですので、市民の期待に沿っていけるよ

うに、ぜひ努力を続けていただきたいと

思いますし、工期がおくれてはなりませ

んというのがあれなんですけれども、こ

れも自然も手伝っていることですから仕

方がない部分もありますけれども。こう

いった場合、何かあったら、もうその直

前に切り替えて、２月言うたって２月待っ

てたら、もうこれは４月にならんとでき

ませんというようなことを急遽するんじゃ

なくて、やはり事前にきちっと打ち合わ

せをして、本当に工程どおり２月でいく

のか、あるいは３月になるんだったら、

もうきちんと事情を書いて、やはり３月

になりますというような説明を、市民の

方にちゃんとご理解と納得がいただける

ような形で完成日の周知徹底をくれぐれ

もお願いしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

　あと、この震災対策推進事業の方です

けれども、今、南海・東南海の震災、地

震、大型が予測されるということで、日

本国じゅういろんなところで、特に関東

方面なんかは、積極的にいろんな地震に

対する対策を皆さんされておられるよう
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ですけれども、今お話をいただきました

伝達講習会とか、また技術講習会等に参

加をされているということで、促進計画

にも反映しているということでありまし

たけれども、今後とも、今予定されてい

る、あるいは想定されているよりも大き

な被害が来るのではないだろうかと、当

初の予測を大きく上回るような数値が最

近提示をされ始めてきておりますことか

ら、今後もこの本市の現状を熟知してい

ただいた上で、さらに耐震に関する施策

の充実に努めていただくようにというこ

とで要望とさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。

　あと、公園遊具の件ですけれども、先

ほども丁寧なご説明がありましたので、

私の方も聞いておりましたんですけれど

も、実は、これは昨年の決算のときに申

し上げましたときには、費用が非常にか

かるのでということでね。そのときに、

費用がかかるんだったら、本市独自の公

園遊具の安全基準を策定を検討していた

だけないかということでお願いをしてた

わけですね。きょう、野原委員の方から

ご質問があったときには、一転して、専

門資格がいるので、専門家に頼みますと

いうことで、昨年は５００万円ぐらいか

かるとおっしゃっていたのが、再度見積

もったら３００万円ぐらいでもいけるか

もしれないということで、来年予算要望

しますということでしたね、今ね。

　ただ、あのとき申し上げましたのは、

目視をして、１人の人が個人的判断で回っ

ていて追いつくんですかという話もさせ

てもらったと思うんですね。今度は業者

に委託して、それが何名の方に、１人の

方で３００万円要るのかどうかわかりま

せんけれども、この安全基準の策定とい

うことに対して、やはり本市として取り

組んでいただきたいということを前回要

望したわけで、財政的にも大変な中で、

また、公園みどり課の方は非常にいろん

な面で、なかなか財政的措置も難しいと

いうことも事情もお聞きをしておりまし

たので、それならば、自分たち、自前で、

皆さんいろんな経験をお持ちの方がいらっ

しゃるわけですから、縦割りの考えじゃ

なくて、やはり広く連携をとって、つくっ

ていただけないだろうかというようなこ

とを示唆させていただいたんですけれど

も、今回、一転してそういうお話になっ

たいうことが、先ほどからちょっとお聞

きしておりまして、何かとても矛盾を感

じるなというふうに思うわけです。

　もう一点は、厳しい基準だったらば、

現在のやっている分については、半数以

上は撤去しなければならないかもわから

ないというお話をされておりましたね、

先ほど。そうしましたら、目視で個人が

ずっと自己判断でやっていて、たまたま

今のところは事故がなかったからよかっ

たようなものの、厳しい基準で見たら、

半分のものは撤去しなければならないよ

うな安全性に欠けたものであるというこ

とをおっしゃったのと同意語ではないか

なというふうに思ったわけですね。非常

に、おっしゃっていることが、先ほどお

聞きしてて矛盾しているなというふうに

私は感じたわけですね。

　この摂津市安全基準というものが、そ

の講習を受けて資格が必要だったら、摂

津市の中で目視をされている方にきちっ

と受講をさせて資格を取っていただくと

か、例えば、１人の人が専門的にそれを

やっておられて、その方が定年されたり

とか、何らかの事情でこの職を辞された

ときには、次にだれが、すぐに目視で確

認できる人がいるんですかということに

なってまいりますし、そうしましたら、

たまたま本市では大きな事故もなく、ま
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た、命にかかわるようなことも、幸いに

してなかったので、今、先ほどみずから

おっしゃったように、全国でいろんな思

いもかけないような、ひどい事故が遊具

で起こっていると。次々もう、なぜかと

思うぐらいに起こっております。そういっ

た中で、だからこそ本市独自の安全基準

をつくって、きちっと公園遊具の補修に

しろ、取替えにしろ、一定の基準をもっ

てやったらどうですかということを、昨

年、質問させていただいたんです。

　この間、１年間、検討していただいた

のですかということを今お聞きしたわけ

でありましてね。中身としては、講習を

受けて資格が必要だから、検討するより

も、もう、あのときはあかんと言うてた

けれども、専門家に頼みましょうという

話をおっしゃったようにとれたもんです

から、もう一度この点について、どのよ

うにお考えなのか、お聞かせをいただき

たいと思います。

　あと、市営住宅の方の建替えの基本構

想のこの策定につきましては、今、温水

プールの方でということで、２案あった

うち１案ということで、将来的には、こ

れは余剰地というものは当然もう有効活

用していこうという姿勢でおられるとい

うのは十分、本市の現状から見て、また、

状況的にも大変よくわかるわけですけれ

ども、まちづくりの一環として、ぜひと

もこの児童プールというものも、公明党、

ずっとお願いをし、要望しておるわけで

すけれども、設置をしていただきたいと

思うんです。

　ただ、財政的にも、つくったままとい

うわけにいきません。管理費も必ずかか

りますので、そういったことも含めて考

えましたら、この財政が好転した際に児

童プールをつくろうということで取り組

みをしていただけるように、用地の確保

というのは、かたがたですね、お願いを

しておきたいなと、このように思います

ので、要望といたします。よろしくお願

いいたします。

　２回目は以上です。よろしくお願いし

ます。

○山本靖一委員長　大砂課長。

○大砂交通対策課長　まず、１点目の千

里丘駅周辺、特にＪＲ西日本用地に自転

車があふれてるということで、これに対

する対応についてお答え申し上げます。

　ＪＲ西日本の用地につきましては、現

在、放置自転車の移動保管は実施いたし

ておりません。従前からＪＲ西日本株式

会社と当用地に係ります駐輪ラック、ま

た移動保管等につきまして協議をいたし

ておりますが、合意には至っておらない

のが現実でございます。

　千里丘第１自転車駐車場建替え工事着

手後、放置自転車が特に増加しており、

ＪＲ用地におきましては、展示ブロック

場にも自転車が放置されている状況でご

ざいます。

　こういったことから、早急に対応すべ

きであると考え、ＪＲ西日本旅客鉄道株

式会社京都支社と、現在、鋭意協議を重

ねておるところでございます。何とか合

意に至るよう努力してまいるつもりでご

ざいます。

　それから２点目、千里丘駅周辺の民地

にも放置自転車があふれているというこ

とでございますけれども、これにつきま

しては、千里丘第１自転車駐車場工事に

着手いたしました後、民地にも不法駐輪

されるということで、土地所有者、また

建物所有者の方からも相談をお聞きして

おります。

　相談をお聞きした場合につきましては、

所有者の方と協議を行い、所有者の方に

おいて注意書きを記載いたしました絵符
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等をつけていただき、２週間の告知期間

を置きまして、その後、市において移動

保管を実施しているという状況でござい

ます。

　今後も、市民からこういった相談等が

ありましたら、同様の形で対応していき

たいと思っておりますので、よろしくお

願い申し上げます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　公園遊具の安

全についての問題ですけれど、実は、平

成１９年度だけですね、この冊子あるん

ですけれど、これだけの回数、約２０件

ぐらい、方々で事故が起きてます。その

都度、国土交通省の方から、安全基準に

ついて常に強化しなさい、安全管理強化

しなさいという形で文書が来ております。

　それを受けた中で、我々も考えたんで

すけれど、こういう事故をなくしていく

ためには、やっぱりきちっとした形の点

検が必要ですよと。今までやったら我々

の内輪だけでやっているから、それなり

に終わってるんですけれど、もしほんま

に事故が起きてきたときに対して、だれ

が責任をとっていくのかいう問題があり

ます。その中において、やっぱりきちっ

とした機関に出すべきじゃないんかなと

いう判断をさせてもらったのが現状でご

ざいます。

　その中で、ただ、今までも、要するに

実際に遊具の点検に回っている、１名が

回っていますけれど、実際に悪い遊具が

出てきた場合は私どもも見に行ってます。

現地へ行って、これはもうだめだないう

たら、もう即撤去しております。それが

現実です。

　だから、かなりこの前、昨年からこと

しにかかりましても、もう悪いやつはほ

とんどがなくなってきているという形で、

先、撤去するのが原則にやっております

ので。ただ、そうしますと、やっぱり地

元から新しいのが欲しいというのが出て

きますから、それで今、悩んでおるとこ

ろでございます。

　だから、今もし遊具で今すぐ取替えな

あかん遊具だけでも、大体二千五、六百

万円、金額出てまいります。それを予算

要求しましても、なかなか今の財政状況

です。昨年もかなりの額を要求したんで

すけれど、３００万円に対する２５０万

円に対して、ことしは４５０万円、かな

りの額を１９年度つけていただいたんで

すけど、来年以降も同じような形でその

費用をつけていただければ、予算をつけ

ていただければ非常にありがたいんです

けれど、ただ、悪い遊具については撤去

が原則でやっておりますので、それで何

とか安全を守っていこうじゃないかとい

う考え方をしておりますので、それは理

解していただきたい思います。

○山本靖一委員長　新留参事、ＪＲのエ

レベーターの件。

○新留都市計画課参事　エレベーターに

つきましてですが、先ほども申し上げま

したが、薬液注入による止水工事により

まして、我々も工程につきましてはかな

りおくれておるというのは認識しておる

ところでございます。

　しかしながら、市民の待ち望んでおら

れるこのエレベーターにつきましては、

できる限り完成時期に間に合うよう、最

大限努力してもらうようＪＲさんの方に

もお願いしてまいりたいと思います。よ

ろしくお願いします。

○山本靖一委員長　本保委員。

○本保委員　ありがとうございました。

　それでは、先ほどの交通安全啓発事業

に関連してのＪＲの敷地内の不法駐輪の

件につきましても、現在協議中というこ

とでお話をいただきました。なかなか難

－ 34 －



しい状況だと思うんですけれども、しっ

かりと、ＪＲ側につきましては、この敷

地内の不法駐輪で、もう本当に事故等も

起こりかねないような現状であるという

ことを訴えをしていただいて、この危険

な事態も予想されることから、市民の皆

さんからの要望が非常に強いということ

で、ぜひぜひですね、こちらにもきちっ

とした形で整備ができるように頑張って

いただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。

　それから、あと先ほどのエレベーター

の期日なんですけれども、これも本当に

ね、今おっしゃっていただいたように、

市民の皆さん楽しみにされておられます

ので、ぜひよろしくお願いいたします。

　あと、公園遊具の方ですけれども、今

ご答弁をいただきまして、一定理解はい

たしました。ただ、そのあり方としまし

て、国の方から、事故等が頻発したので、

学校のプールのときもそうだったんです

けど、かなり大々的に報道されたら、国

の方から言ってきたら、もう即刻やると。

そういうスタンスなんかもしれないんで

すけれども、それ以前にやはりこちらの

方で、市としての、行政として、やっぱ

り本市は独自でこういうことをきちっと、

みなで力を合わせてやりましたよという

ような姿勢が欲しかったなというふうに

私は感じましたので、前回のときもその

質問、そういったことがあれば、もっと

よりよい摂津市に、さらに一歩近づける

んじゃないかなというふうに、安全・安

心のまちづくりというのがうたっている

ことについても、沿うていけるんじゃな

いかなというふうに感じましたので、前

回、子どもたちのやっぱり命を守るため

にも、また、子どもだけじゃなくて、高

齢者や皆さんが楽しまれる公園。その中

で不幸なことが起こらないようにという

ことで前回お願いをいたしましたけれど

も、今回、図らずも、先ほど野原委員も

おっしゃいましたけれども、そういった

形でおりてきたのでということで、きち

んとした機関に委託をするということで

今、ご答弁をいただきましたけれども、

これは先ほどもお答えいただきましたこ

の費用については、人数は１人なのかど

うかですね。専門家が１人でこの費用な

のかどうかとか、あとですね、１人の方

ということは、会社に所属しておられる

というふうに考えますと、そういった相

手を選定するのには、今話題になってお

ります入札にするとか、いった競争で、

そういったことが主流になっているとき

ですので、どういった決め方をされるの

か、ちょっと聞かせていただきたいのと。

　あと、そういった業者、仮に業者とし

まして、委託をします。そうしましたら、

費用がたとえ幾らであっても、万が一の

ことが、ない方がいいですけれども、あっ

た場合ですね、当然、市の方が責任を負

うことになるのではないかと思うんです

けれども、その辺の考え方についてはど

のように対応していかれるように計画さ

れているのか、お聞かせください。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　委託する内容

ですけれど、まず日本公園施設業協会に

加盟している要するに業者でございまし

て、ほとんどが遊具をつくっている業者

でございます。

　構成は、まず、日本公園施設業協会で

特別講習を受け、認定された有資格者、

これを俗に公園施設製品整備士といいま

す。これが、まず１名です。それと補助

作業員が１名、計２名でもって、２名が

１組でもって点検に回られます。

　それと、点検方法にしましては、目視、

目で見るやつ、触診、触ってやるやつ、
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打診、それから聴診、この４つでもって

点検を行います。

　それと、先ほど、もしその点検して事

故が起きた場合どうするかいう形の中で、

一応、保険に入っておられます。といい

ますのは、点検を請け負った場合で、当

社の加入する請負賠償責任保険いうのが

適用されてくると。その中で、まずは点

検、修繕の必要がないと判断した施設に

対してもしミスが起きた場合は保険が適

用されますと。

　この保険の内容でございますけれど、

限度額はそれぞれございまして、人身事

故１事故につきましては、最高が３億円

です。事故１名につきまして、最高限度

額が１億５，０００万円。ほんで、財物

事故１事故について、最高限度額が５０

０万円。ほんで、ただし、これ保障期間

は１年ごとに点検を行いますので、１年

間の有効期限という形の分の保険に入ら

れております。その保険でもって対応し

ますいうことを言うておられます。

　そして、公園施設業協会に加盟してい

る業者の中で、指名競争入札であります。

○山本靖一委員長　本保委員。

○本保委員　ただいまきちんとご説明を

いただきましたので、よくわかりました。

こういった形で臨んでいかれるというこ

とですが、できれば、本来はやっぱり外

へ委託していくことも、方向性的には委

託をという形で、アウトソーシングの方

向も考えられているんですけれども、大

変だろうと思いますけれども、限られた

人数で、公園のいろんなさまざまな管理

事業に対応していかれるということは、

わかりますけれども、できましたら、や

はりそういった安全確認のできるような

方も、公園みどり課に限らず、皆さん、

いろんなところに部署を人事異動もされ

ていかれるわけですから、やはりこういっ

た仕事に携わった方は、その資格、講習

をきちんと受けるチャンスをつくってい

ただいて、人材育成にも努めていただい

て、庁内でもそういったことができる有

資格者をやはり育てていただきたいなと

いうことを最後に要望いたしまして、終

わります。

　以上です。ありがとうございました。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　原田委員。

○原田委員　まず、都市景観事業として、

報償金３０万２，１００円が執行されて

いますが、内訳等についてお願いいたし

ます。

　続いて、路面清掃業務委託として５７

７万５，０００円が執行されていますが、

実施方法と検査等について、どのような

形でされているのか、お尋ねをいたしま

す。

　それから、市営住宅のことでございま

すが、先に要望しておきたいと思います

が、この事務報告書、毎年同じことが載っ

ております。件数とか設置年度とか。こ

ういうことだけじゃなくして、先ほど野

原委員が質問されましたように、収納の

状況はどうであるかとか、あるいは募集

されている空き家募集の状況はどうであっ

たかとか、そういうことを掲載をしてい

ただきたいということを、まず冒頭お願

いをしておきたいと思います。次年度で

結構です。事務報告書の様式を変えてい

ただきたいということでございます。

　それで、質問なんですが、まず市営住

宅の入居者の中に暴力団関係者がおるの

かおらないのか、ひとつお尋ねをいたし

ます。

　それから、空き家募集は年に何回かさ

れるわけでございますが、何回応募して

も当たることがないという方で嘆いてお

られた方がご相談に来られまして、あく
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までも、いわゆる公開抽せんであるとい

うことで申し上げておったわけでござい

ますが、一部の自治体において、何回か

申し込まれて、当たらなかった方につい

ては優遇的な取り扱いをするとかいうよ

うなことがあるというふうに聞いておる

んですが、そういった取り組み等につい

て、本市はどういうふうに考えておられ

るのか、お尋ねをいたしたいと思います。

　続いて、水景施設管理業務委託として

２０３万７，０００円の執行であります

が、内容等についてお尋ねをいたします。

　それから、都市公園の除草についてお

尋ねをいたします。これにはシルバー人

材センターへの委託としてと業者委託と

して、両方でかなりの面積がありますが、

どのような形でされておられるのか、お

尋ねをいたしたいと思います。

　それと、公園管理業務の中で、ショウ

ブ管理作業委託として１式として、ある

いは梅林の管理作業１式としてあります。

これについて、内容と金額等について、

どれぐらいなのか、お尋ねをいたしたい

と思います。

　続いて、一戸建て等によります中心後

退、いわゆる市道等への寄附等の問題等

について、これまでいろいろと取り組ん

できていただいたと思いますが、これま

での実績と、そして、あとどのような残

事業というんですか、解決しなきゃなら

ない問題があるのかどうか、実態をお知

らせいただきたいと思います。

　続きまして、土木維持作業業務委託に

ついて、これ前回にも質問いたしており

ますが、公園関係として、清掃や草刈り、

砂の補充、あるいは施設の修理等があり

ます。先ほどもご質問出ておりましたけ

れども、公園の管理等については公園の

方でやるべき事項だというふうに考えて

おりまして、土木作業については道路、

あるいは下水等の整備等に図っていただ

きたいと思うんでありますが、その辺に

ついての体制についてお尋ねをいたしま

す。

　続きまして、市道新在家鳥飼上線沿い

にあります新在家１丁目２３番地にあり

ます土のう置き場についてお尋ねをいた

したいと思います。どのような維持管理

をされておられるのか、お尋ねをいたし

ます。

　続きまして、都市計画道路の整備につ

いて、以前から一般質問等で申し上げて

おるわけでございますが、１８年度につ

いて、どういった形で都市計画整備事業

を進められたのか、お尋ねをいたしたい

と思います。

　これも前回にお尋ねをいたしましたが、

市道千里丘３１号線の、いわゆる松並木

の保存について、要請もいたしたわけで

ございますが、１８年度、どのような維

持管理をされたのか、お尋ねをいたした

いと思います。

　それと、交通安全対策の一環事業とし

て、横断歩道であったり、あるいは路側

帯の整備を図っていただいておりますが、

昨年４，３１１メートルしたという実績

がありますが、私ども期待をいたしてい

るところは全くしていただいておりませ

ん。そんなことで、１９年度にしていた

だけるというふうに思っておるわけでご

ざいますが、１８年度で大体どれぐらい

残っておったのか、そういう実態等につ

いて、わかる範囲内でお答えをいただき

たいと思います。

　それから、鶴野橋外ポンプ場の管理委

託金として大阪府から１７８万９，２０

０円を収入として得てるわけであります

が、歳出の方は１６８万円の歳出になっ

ております。これ、補助割合、委託割合

は１０分の１０となっておりまして、こ
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の１０万９，２００円はどうなっている

のか、お尋ねをいたしたいと思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

景観事業に伴います報償金についてです

けれども、この報償金につきましては、

景観事業で大規模建築物の届け出に伴い

ます都市景観アドバイザー委員会の委員

報酬と、もう一つは都市景観まちづくり

審議会の委員報酬でございます。

　審議会につきましては、１８年度で１

回、委員が１０人ですけれども、出席者

９名に対して報償金を支払ったものでご

ざいます。

　それと、アドバイザー委員会につきま

しては、毎月１回の開催を予定しており

まして、大規模の届け出につきまして、

その内容を審査していただいているもの

でございます。１８年度におきましては

８回、委嘱しております委員が２名でご

ざいます。それの報償金として２４万円

の支出です。

　それと、まちづくり審議会につきまし

ては、９人で６万２，１００円、合計３

０万２，１００円の支出をしたものでご

ざいます。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、３点

目の、現在の市営住宅に暴力団員はいな

いかという問いでございますけども、暴

力団の構成員は入居されていないと把握

しております。

　それと、市営住宅の落選者の優遇措置

でございますけども、本市の市営住宅の

公募は、平成１６年度３回、平成１７年

度４回、平成１８年度２回行っておりま

す。募集戸数１４戸で、応募件数が２３

７件、平均応募倍率は１６．９倍となっ

ております。昨年１１月に行った一津屋

第２団地の１戸の募集のときには４２倍

となっており、過去３年間で一番の高倍

率となっております。

　委員ご指摘の落選者の優遇措置につき

ましては、本市の窓口におきましても、

同様の要望というのは聞いております。

窓口でそういうことは、確かに声として

届いております。そういった中で、内部

で現在検討もしているところでございま

す。他の地方自治体の事例としましては、

身近なところでは大阪の府営住宅が落選

者の優遇措置につきまして、４回目の申

し込み、いわゆる落選３回ですね。４回

目の申し込みで、当選確率を２倍、番号

を２つ付与するということ、２倍となっ

ております。以降、落選回数が１回増す

ことに１倍を加算する方法で実施されて

おります。

　こういったことから、本市におきまし

ても、他市の事例等を参考に、できるだ

け前向きに取り組んでまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　水景施設管理

業務委託の内容でございます。

　まず、内容は、せんだん公園、しば公

園、それから鶴野第１公園、市場池のオ

アシス広場、これにそれぞれ水景の施設

がございます。実施時期は、６月、８月、

１２月、２月と年４回、作業をしており

ます。あと、点検は年３回やっておりま

す。

　清掃業務、それから点検業務、ポンプ

機器等の作動状況、電気施設の関係をチェッ

クしております。

　それぞれの公園ごとの金額でございま

すけれど、せんだん公園、しば公園、鶴

野第１公園が約４５万円ずつです。それ

と市場池のオアシス広場につきましては
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６８万７，０００円とちょっと高額になっ

ております。施設が多くありますので、

音楽噴水とかございますので、その分で

単価的に上がっております。

　次、公園管理作業の中で除草につきま

しては、これは一応、大正川ジョギング

ロード、安威川ジョギングロード、公園

の草刈りでございます。ただし、シルバー

との違いはと言いますと、シルバーは主

に春と秋。夏につきましては、暑い時期

でございます。シルバーの方にちょっと

無理言えませんので、夏の時期について

は一応休まさせていただいております。

　主に、シルバーにつきましては、公園

の中の作業を行っております。それも春

と秋に公園の作業を行っております。そ

ういう形で一応、分けさせて行っており

ます。

　それと次に、梅林とショウブの関係で

ございます。梅林につきましては、これ

は平和公園が主でございます。ショウブ

につきましては、せんだん公園に一部あ

りますのと、あとは市場池のオアシス広

場にございます。

　それぞれ仕事の内容は、花がら摘みと

か、殺虫殺菌剤散布、肥料やり、刈り取

り、冬囲い、草刈りとございます。

　それぞれの金額でございますけれど、

今ちょっと手元に資料がございませんの

で、後ほど報告させていただきますので、

よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀道路課参事　路面清掃実施方法と検

査でございます。

　千里丘三島線ほか１６２路線路面清掃

委託業務は、延長が約３０２キロメート

ルございます。これを年間、６月、９月、

１２月、３月の年４回、夜間作業として

自走式のブラシ式路面清掃車を使用して

連続走行により路面清掃を行っていると

ころでございます。

　作業に当たりましては、事前にお知ら

せビラなどを配備し、清掃区間の路上駐

車に協力をいただき、スムーズな作業の

実施を心がけているところでございます。

　あと、完了検査につきましては、設計

図書に基づいて、距離、速度、回転数、

時間を示したタコメーターの原本にして

作業の状態を確認しております。

　あと、施工前、施工中、施工後の現場

状況写真によって記録写真で、また作業

日報の関係書類をもって実施の状況を確

認しております。

　次に、千里丘３１号線の維持管理でご

ざいますが、３１号線におきましては、

従来から松の並木ということがございま

して、松の生育を図るために、菰巻きを

実施いたしました。３１号線の１４本の

松の木に対して、菰巻きを実施しており

まして、これは去年の初冬、大体１２月

ごろから実施して、ことしの２月に取り

外して焼却処分にしております。

　この取り外しによって、菰にはどうい

う状況があったか等を聞いておりますが、

クモはいてたが、ちょっと越冬したケム

シ類の害虫はいなかったということでご

ざいました。ことしも継続して、菰巻き

は実施していきたいと思っております。

○山本靖一委員長　新留参事。

○新留都市計画課参事　都市計画道路の

１８年度の整備状況ということでござい

ますが、府道の都市計画道路におきまし

ては、現在、千里丘ガードの拡幅事業が

行われております。それから、正雀にお

きましては、十三高槻線の正雀工区が工

事に入られております。

　それと、市道の都市計画道路でござい

ますが、１８年度におきましては、千里

丘三島線の、以前、摂津警察署前の道路

整備は、道路課の方におきまして平成１
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４年度から１６年度までに工事をおおむ

ね整備済みでございましたが、南千里丘

地内の一部歩道の未買収のとこが１７年

度に用地取得ができましたことによりま

して、歩道の改良工事を一部行っており

ます。

○山本靖一委員長　大砂課長。

○大砂交通対策課長　交通安全推進事業

の路面表示についてご答弁申し上げます。

　地域等からの要望等によりまして、路

面表示の新規、また復元ということで毎

年実施いたしておりますけれども、その

道路状態、また道路の大型車等の通行量、

そういったものによりましても、もつ期

間が変わってまいります。ですから、い

ろんな要望をいただいた中で、課の中に

おきまして優先順位等を決めた中で、順

次対応させていただきたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　大田課長。

○大田建築指導課長　一戸建て中心後退

の実績と今後どのように取り組んでいく

かの問いについてお答えします。

　１６年から１８年、３年間なんですが、

建築基準法４２条２項道路で建物を建て

るという件数が６５件ありました。その

うち、後退済みの件数は６１件でござい

ます。未後退の件数は４件ですが、その

うち３件が既存ブロック塀をそのまま置

かれたということでございます。１件に

ついては、既存ブロックをつぶされ、新

たにまた側溝にブロックをつくられたと

いうことでございます。それらについて

は、大阪府が特定行政庁の監察の取り締

まりの部署となりますので、大阪府に連

絡をし、現地調査の上、違反指導を行っ

ていただいておりますが、悲しいかな建

築基準法での後退義務違反についての撤

去までは、勧告だけにとどまっておるの

が状況でございます。

　それと、今後の取り組みにつきまして

は、第３回定例会一般質問の中でご答弁

させていただきましたとおり、今後につ

いて、狭隘道路については市が分筆登記

費用、また整備費用をもって行うか、助

成にするかいうことで、市長、副市長か

らの指示もありまして、今道路課とタイ

アップで、どういう方向で進んでいくか、

今現在、検討中でございます。よろしく

お願いいたします。

○山本靖一委員長　渡場参事。

○渡場下水道管理課参事　下水道管理課

の方で所管しております土木管理費委託

金、ポンプ場の管理委託金で、その差額

はどうなっているのかというお問いにつ

いてお答え申し上げます。

　これは、本来、大阪府がポンプの管理

をするべきものなんですけれど、地元市

である私どもの方が運転も兼ねまして委

託を受けてやっておると。本来、その委

託の費用だけが大阪府から支払われるべ

きものではなしに、それに市の事務費と

して６．５％の事務費をいただいており

ます。それが１０万９，２００円の差額

になっております。

　あわせまして、本来、委託の費用が１

６８万円ですので、それに事務費を加え

まして、金額を大阪府から歳入いたして

おります。

○山本靖一委員長　川上参事。

○川上下水道管理課参事　ご質問のあり

ました土木維持管理の体制についてなん

ですけれども、私どもの土木維持管理作

業については、各課から要望のありまし

た内容につきまして、内部だけで決裁を

上げまして、それから現地に走るという

ことで、先ほど公園の指摘もありました

けども、公園の砂場の入れる分ですね、

あれについても購入は公園でやっていた

だいて、我々が、ちびっこ公園でしたら
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１立米もなく、一輪車で運ばないといけ

ないところもありますし、そういうふう

な方で我々が、維持係がやっているとい

う状況にあるわけです。

　そして、そのほかに、やはり公園の管

理として、排水管のつまり、もしくは側

溝のつまりというところでやらせていた

だいております。

　そのほか、道路の歩道の草刈り等なん

ですけれども、道路課がやっていただく

という部分もあるんですけど、余りにも

目に見えてきているところについては、

向こうからの要望もありますし、一般市

民からの要望もありますけども、そした

ら維持係で一度この区間をやっていただ

けないかなという話でやっていってる状

況があります。

　ですから、体制としては、各課からの

要望に基づいてやっているというのが状

況であります。その中には、パトロール

という意味で、我々外へたくさん走りま

すんで、見つけてくる場合もありますか

ら、それは各課と協議しながらさせてい

ただいております。

　それから、新在家の土のう置き場につ

いて、土のうの備蓄なんですけれども、

委員おっしゃるように大変みすぼらしい

状況になっておることは確かなんです。

あそこの置き場の場合は、下の方が採石

でありまして、水がちょっとたまる状態

があります。そして前年度、あそこの分

につきましては、下に運送でよく使われ

るパレットを下に敷いてやってみたわけ

です。それが２年ほど前ですね。ところ

が、１年で板が腐るということで、今度

は傷んでる部分だけを取りかえて、塩ビ

のパレットに交換を、市民からいただい

て、それを利用させていただいて乗せて

管理をさせてもらってます。

　そして、この今、新在家言われてると

ころ以外に、うちの近畿道の下、そして

もう１か所、正雀の図書館の裏にもある

わけなんですけど、正雀の図書館の裏も、

こういう状況ではないんですけれども、

子どもさんがよく遊ぶということで、ブ

ルーシートが傷んでる状態がよくありま

した。

　それは１０月にちょっと直させて、も

う一回入れかえさせてもらっています。

時期もさながら、どういう時期に一番やっ

たらいいかないうことを吟味しながら、

保管がいいようにやっていきたいと思い

ます。

　ブルーシートも、当初はうちが契約し

ております１，０００番の一番薄いやつ

でしたけれども、そういうものについて

は３，０００番のちょっと厚めのやつを

使おうかとか、土のう自身もやはり日に

さらされる、風雨にさらされる場所の土

のう、備蓄用のつくられた土のうは、や

はりちょっと違うものを使わなければい

けないんじゃないかなというふうな形で

やって、何せこれは非常時に使うもんで

すから、絶えず良好な状態で置いとかな

いといけないということで、大変申しわ

けない形になっております。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　先ほどショウ

ブ管理で事業費がどんだけかかっている

かにつきましてお答えさせてもらいます。

　まず、ショウブ管理につきましては３

９万４，２６０円でございます。その次、

梅林管理作業につきましては２２万円、

経費がかかっております。

○山本靖一委員長　１１番目の交通安全

対策の補修の中身、答えていただきまし

たね。４，３１１メートルの中身。

　大砂課長。

○大砂交通対策課長　復元率いうことが

出ておりましたけれども、以前に復元し

－ 41 －



なきゃいけない場所、キロ数で把握して

おりますけれども、先ほど申し上げまし

たように、場所によって耐用期間がころっ

と変わってきますので、今はっきり復元

何％できてるかいうことについては、ちょっ

と把握しておりませんので、先ほどのご

答弁でよろしくお願いしたいと思います。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　都市景観事業として先ほど

ご答弁いただきまして、それのこの委員

会がどのように機能して、そしてどのよ

うに活用して、きちっと守られていって

いるか、指導を受けられていってるかと

いうことを少し疑問に思いましたので質

問いたしました。その辺、もう少しちょっ

と具体的に説明をいただければありがた

いと思います。こういうようなことがあっ

たということで。

　路面清掃について、ご案内のとおり、

安威川以北は合流式でありまして、安威

川以南は分流式ということであります。

側溝の水は、すべて管に入っていくと、

公共下水道管に入っていくと、こういう

ことでありますから。というのは、この

事務報告書の中に２，８００か所の集水

ますの清掃も含めて入っております。そ

んなことで、公共下水道の方でも公共下

水道管のしゅんせつ委託工事として執行

されているということであります。

　私も市内を時々走るわけでございます

が、そういうのを年４回ですか、やられ

ているというふうに感じないわけですね。

それで、ほとんど見ないというふうに感

じるんですけどね。きちっとこの把握を

されているのかどうか、再度お聞きをし

たいと思いますし、この１６２路線、延

長にして３０２キロメートルであります

が、タコメーター等で、あるいは出来高

の写真等で把握をしてるということであ

りますが、やはり事前にでも、やっぱり

作業かかる前にでも、こういう状況であ

るというのは、やっぱりモデル的にでも

とって、こういう状況になっているとい

うふうに。

　それで今、大型の作業車でやられてる

わけでございますが、狭い道路もこの中

に入っていると思います。通れない部分

とか、そういった部分について、大ざっ

ぱな契約じゃないかなというふうに感じ

るんですけれども、再度ご答弁をいただ

きたいと思います。

　市営住宅の入居については、ぜひ先ほ

ど言われたような形で、優遇的な措置を

講じられるかどうか十分検討していただ

いて、あくまでもやはり公平性はきちっ

と確保していただくということを、規則

等をつくっていただきたいというふうに

思います。これ要望いたしておきます。

　それから、水景施設の管理委託であり

ますが、年４回ということでありますが、

十分やられているというふうに感じない

わけであります。といいますのは、先ほ

ど述べられた４つの公園、すべて水がも

う滞留している、ボウフラがわいている

ような状況でありますし、それからせん

だん公園等については、いわゆる水景が

十分生かされてないような感じもします。

再度、状況をお聞かせをいただきたいと

思います。

　先ほど都市公園の除草について、春・

秋とシルバーに委託して、業者には夏に

していただくということでありますが、

この６万９７７平方メートルの機械刈り

でやられているということでありますが、

具体的にどういった形でやられてるのか

ね、機械で除草されているということで

ありますが、もう一度ご答弁をお願いし

たいと思います。

　それから、ショウブや梅等については、

ほとんどもう、いわゆるいらないと。そ
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ういうほっといてもいい木なんですね。

そんな状況の中で五十数万円執行されて

るわけですが、これについてはやっぱり

少し見直しをするべきじゃないかという

ふうに感じるんですが、いかがでしょう

か。

　もちろん、梅林等については下の除草

等は十分しなきゃならんということであ

りますが、そういったことは、こちらの

先ほど申し上げましたシルバー人材セン

ターや業者委託の方でこの除草がされて

いるんでありますから、管理一式という

ことではどうでしょうか。もう一度ご答

弁願いたいと思います。

　一戸建ての分について、戸建ての中心

後退、ぜひひとつ積極的に取り組んでい

ただいて、地域の方を生かしたような形

で協力していただけるように。まだ６５

件のうち６１件があって、４件が協力を

得られてないということでありますので、

積極的に取り組みをしていただき、今後

については、条例、規則等で決めるとい

うことでありますから、やっていただく

ようにお願いしておきたいと思います。

　土木の維持作業、大変ご苦労さんでご

ざいます。ようやっていただいてるんで

すけれども、いろんな業務が重なってき

ておりまして、今のこの行政体制で十分

なのかどうか不安に思っております。そ

ういう意味で、業務量が多過ぎるという

ことであれば、ふやして、体制を十分とっ

ていただいて、やっていただきたいとい

うふうに思います。これも要望しておき

ます。

　それから、この新在家の土のう置き場

でございますが、やはり非常時に備えて、

いつでも使えるようにしておくというこ

とでありますが、現状はごらんのとおり、

土のう袋がやぶれて、土の中から大きな

草が生えて、どれが土のうかわからない

ような状況であります。ぜひひとつ管理

を十分していただきますようにお願いを

しておきたいと思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　まず、水景施

設の管理委託の分で、多分、委員おっしゃっ

てるのは、せんだん公園、壁泉の関係だ

と思うんですけれど、私ども、年４回の

掃除をさせてもらっております。ただし、

特に、せんだん公園は、隣が小学校ござ

います。その辺の関係で、よく子どもさ

んが壁泉の上からダンボールとかそうい

うものをよく投げ込まれます。そんな形

で、すぐにそのダンボールを投げますと、

かなり水が汚れてしまって傷んでしまう。

それと、ほかの例えば市場池のオアシス

広場なんかございますけれど、あれは本

来は人だけが入る施設なんですけど、た

まに犬とかそんなんも入れられてます。

そんな形でかなり汚れてるのがございま

す。

　市としましたら、年６回でも７回でも

やれば一番いいんですけれど、今の予算

の範囲内であれば、これぐらいの年４回

ぐらいが限度じゃないかなということで、

一応考えております。

　それと、大正川のジョギングロードで

すけれど、機械刈りといいまして、人が

乗って作業する機械でございます。だか

ら、かなり能率が、１回ですので単価も

かなり安くなっております。例えば、平

米当たり何ぼかと言いますと、約５０円

切れております。４７円ぐらいでしてお

ります。だから、普通の半分以下で作業

をやっているんですけれど、そういうよ

うな形で、機械で刈ることによってやっ

ぱり能率が上がりますので、そういう形

で。だから、大正川ジョギングロードで、

ほとんど２日ぐらいあれば、もう刈り終
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わります。そういうような形で行ってお

ります。

　それから、梅林もショウブも要らない

んじゃないかという話もあるんですけれ

ど、平和公園の梅林につきましては、ちょ

うど２月、３月ですね、やっぱり多くの

方が来られております。その中で、きれ

いに咲いたないうことで喜んでもらって

おりますので、一応はそのままの状態で

置いておきたいなという考え方をしてお

ります。

　ただし、かなり虫とかそんなんがつき

ますので、消毒関係がかなり費用がかかっ

ております。梅って、白い虫がつきます

んで、それが費用的にお金がかかってる

んじゃないかなと。それと、肥料も、肥

料をやらないと花が咲きませんので、そ

の分でお金をかけております。

　あと、シルバー人材センターにある程

度一括で任せたらどうかですけど、シル

バー人材センターというのは、どうして

も人材が決まっておりまして、すべての

作業を任せてしまうと、どうしてもその

シルバーの中ではすべての公園ができな

いという形がございます。私どもも向こ

うの事務局長とお話させてもうたことが

あるんですけれど、これで全部やってく

れないかなという話もしたんですけれど、

ちょっと今の体制では、それ全部回るの

はちょっとしんどいなという話はしてお

りました。そういうふうな形で、一応こ

ういう業者でもってやっておるのが現状

でございます。

　それと夏場暑いときは、やっぱり皆さ

ん方、高齢でございますので、もし倒れ

られた場合、大変ですので、夏場だけは

外させてもらっておりますので、よろし

くお願いします。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、路

面清掃の実態について、委員、年４回報

告受けたんやけど見たことないというこ

となんですけれども、確かに、先ほど答

弁ありましたように、夜間作業、確かに、

年４回やっておりまして、６月、９月、

１２月、３月の時期にやっておりまして、

事務報告書に上げております３０２キロ

という数字はトータル延長でございまし

て、単純に申し上げますと、その３０２

キロを４回分割してやっておりますとい

うのが実情でございます。ですので、大

体１回当たり、約７５キロ程度を走行し

ておりまして、確かに、私も見ておりま

すけれども、事実は大変苦労しておるの

が実情でございます。何に苦労しておる

かと言いますと、違法駐車でございます。

　事前に、あす、あさって等について清

掃する場所に、常にとめられている車に

対しまして張り紙を実施いたしまして、

いついつ清掃しますので、のけていただ

きたいと。かなり効果は出ておるわけな

んですけれども、すべてがのいておらな

いというのも実情でございます。その合

間を縫って清掃ブラッシャーが走ってお

るという実態は把握しておるものでござ

います。

　あわせまして、先ほど言われましたよ

うに、確かに公共下水道を完備されてお

りまして、ますの管理等につきまして、

下水道担当課の方も清掃されております。

しかしながら、この清掃にあわせて、ま

すを清掃しておるというのも実情でござ

いますので、よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　土井課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

景観のアドバイザー委員会の運営状況に

ついてでありますけれども、この委員会

では、摂津市都市景観まちづくり要綱に

基づいて提出されます大規模建築物等の

届け出に対しまして、助言、指導をいた
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だいているものでございます。

　この大規模建築物の届け出につきまし

ては、延べ床面積が３，０００平米以上

の建物、また、高さが１０メートルを超

える建物、それと、広告物で表示面積が

３０平米を超えるもの、これらにつきま

しては事前に届け出をお願いしているも

のでございます。

　また、景観につきましては、見る人に

よっていろいろと見方がございますこと

から、専門委員としまして、大学の教授

２名によって公平性を保つために２名の

委員によりまして委員会を組織している

ものでございます。

　先ほども申しましたけれども、１７年

では２９件の申請がございまして、１８

年では２７件の申請がございます。この

うち市の職員の方で判断できるものにつ

いては職員の方で判断して回答をさせて

いただいております。また、大規模建築

物、大きなマンション等でいろいろと市

では判断しにくいものについて委員会を

開催させていただき、１７年度では４回、

１８年度では８回を開催していただいて

いるものです。

　指導の内容につきましては、壁面の色、

余り濃い色にならないようにとか、また、

駐車場、駐輪場が外から見えないように、

また、植栽については、できるだけ道路

面前面に出していただくような、こうい

うような指導をさせていただいておりま

す。

　指導に対する協力ですけれども、あく

まで要綱で指導という形でやらせていた

だいてますので、強制力はないんですけ

れども、植栽とか壁面の色につきまして

は協力をいただいているような状況にあ

ります。

　ただ、やはり会社の看板、これは定まっ

ているものであるというところで、看板

の色をもうちょっと薄くしていただけな

いかというようなお話には、なかなか乗っ

ていただけずに、やはりその自分の社名

の濃い色の看板を掲げられるというのは

実態としてはありますが、一定これはや

むを得ないことなのかなというふうな思

いもあります。その中でも、一応そうい

うお話はさせていただいて、やっておる

ところです。

　新設当初から比べまして、いろいろと

やはり景観というのも、本市だけじゃな

く、全体的にそういう認識も広がってい

るというふうに思いますので、いろいろ

と配慮をされた形で届け出をいただいて

いるのが現状です。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　都市景観の方は、そういう

ことでしっかり取り組んでいただきたい

と思います。

　路面清掃についても、いわゆるむだの

ないように、ひとつきちっと仕様書をつ

くっていただくように。やってくれてる

と思うんですけれども、点検をよくして

いただいて、できたら、私は集水ます等

の清掃等については分離発注したらどう

かというふうにも考えます。その辺も、

特に堆積が多い集水ます等については、

やっぱり何か所か、あるいは何路線かを

見て、分離発注というのも検討してはど

うかというふうに思いますので、これは

要望しておきたいと思います。

　都市公園の件ですが、我々、事務報告

書のこの２１３ページに、除草というこ

とで２つに書かれております。ジョギン

グロードの下にも除草がありまして、こ

れ６万７，４００平方メートル、その上

に機械除草として６万９７７平メートル

ということであります。先ほど、野畑参

事の方からご答弁は、ジョギングロード

の方を答えられました。しかし、２か所
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があるので、公園の方についての機械刈

り等についてはどうなっているかという

ことを聞いたわけでございます。

　それと、やはり先日も１か所お願いに

行きましたけれども、なかなか除草が十

分できておらない公園がたくさんあるよ

うに見受けられます。これは、先日、鳥

飼の方の公園でありますが、草やぶの中

で子どもたちが野球をやっておりまして、

ちょっと刈ってあげてくれと、夕方にな

れば野球をやっておるわけですから、刈っ

てあげてくれということで言ったわけで

ありますが、なかなか手が回らないとい

うことでありまして、先日刈っていただ

きましたけれども、そういうことがござ

いますので、維持管理が十分していただ

きたいと思うんですが。

　そこで、先ほどの機械刈り等の問題に

ついて、もう少し説明をいただきたいと

思います。事務報告書２１３ページでご

ざいます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　公園等の清掃、

草刈りにつきましては、肩掛け式の機械

で行っております。ジョギングロードに

ついては乗る機械でやっておるという形

で説明させてもらったんですけれど。

　それと、先ほど公園等で草がいっぱい

生えているという形あるんですけれど、

一応、秋につきましてはシルバー人材セ

ンターの方で今、草刈りに回ってもらっ

ております。私どもも、草いうのは大体、

一遍に、ほとんどが一遍にすべての公園

で生えてきますので、順次回ってるんで

すけれど、どうしてもそれが追いつかな

い場合がございます。そんな中で、でき

るだけ早く入れるような形、体制を整え

て入れるような形でするように、一応シ

ルバーの方には伝えてあるんですけど、

なかなかやっぱり人の関係ありまして、

どうしてもおくれたりする場合がござい

ます。

　今後につきましては、極力、人員を確

保した中で、草刈りをおくれないように

やるような形で指導してまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田委員　それでは、公園の維持管理

については、多額の経費を要しておりま

す。そういう意味で、効率よい執行をし

ていただけるように最大の努力を払って

いただきたいことを要望して、終わりま

す。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村委員　４点質問をさせていただき

ます。

　決算書の１６１ページ、目３、し尿処

理費、節１３の委託料、し尿収集運搬委

託料４，７７７万６，９９２円上がって

おるんですけれども、これいろいろ資料

を見ますと、平成元年には８，６００軒、

委託料として１億７，１２４万４１５円、

現在、平成１８年度で軒数が８２４軒で、

現在のこの４，７７７万６，９９２円と

いう形になって、くみ取り世帯数の軒数

が８，６００軒が８２０軒、１０分の１

に減少しております。費用は１億７，０

００万円ほどあったやつが、今４，７０

０万円。本当であれば、これ１０分の１

になったんですから、この委託料につい

てもう少し改善する余地があるんではな

いかと思うんですね。

　しかも、このくみ取りだけではなしに、

くみ取り軒数が減ってきますと代替業務

も業者に渡しております。これは合特法

という法律のもとに、そういうことがや

られておるんですけれども、この合特法

そのものが大変問題がありまして、我々

としては、この法律が果たして、法は法

として生きておると思うんですけれども、
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全国の自治体でこの合特法が、どういう

形で実施をされておるんかなということ

が甚だ疑問に感じます。そういう点で、

合特法についての市の担当者としての考

え方。

　しかも、その代替業務については、私

も本会議で再三質問をする中で、業者に

対しても改善を申し入れるということの

答弁をもらっておりますし、副市長も業

者を呼んでいろいろ交渉されて、ある程

度、年数を切られたというふうには聞い

ておるんですけれども、一応、やはりこ

の委員会で正式に、そういう代替業務の

期限について、どのように決定をされた

のか、そのことについてお答え願いたい

と思います。

　もう一つ、概要の１１５ページ、公園

みどり課の公園施設整備事業。先ほどの

質問の中から、特色ある公園づくりをやっ

ていくんだということで、従来の公園の

再整備をしているという答弁があったん

ですけれども、大体そういう今までの経

過を見てますと、前年踏襲主義で管理整

備がされておるように思います。そうい

う点では、やはり前年の踏襲、あるいは

従来の形の踏襲ということだけではなし

に、やはり発想の転換をしていただいて、

本当に市民に憩いを与える公園を、やっ

ぱり私はつくっていくべきだと思います。

　私が議員になって最初のころに、非常

に公園が少なかった。そんな中で、この

摂津市では、安威川を挟んで以北につい

ては、お百姓さんが農繁期を終えると、

やはり山行きという形で千里丘の以禅寺

山の方に行って、弁当持っていって、地

域の皆さんがそこで三々五々食事をした

り、お酒を酌み交わしたり、やられておっ

たと。安威川以南については、淀川の堤

防で鳥飼の地域の方がそういう形をとっ

ておられたという形で、やはりそういう

自然に親しんで、地域の人がコミュニケー

ションをとられる公園をつくるべきだと

いうことで、あのふるさと公園ができた

んです。果たして、その思惑どおり、十

分な役割を果たしているかということに

ついては、１００％そうだということは

言い切れない部分も私はあると思うんで

すけれども、やはりキャンプ場も併設を

されて、それなりの市民の皆さんの憩い

の場になっておるように思います。

　そういう点では、やはりそういう特色

ある公園づくりという点では、茨木市の

水尾の方に、若園バラ園があります。こ

こには、茨木市民だけではなしに、近郊

近在の市民の皆さんも行かれますし、あ

るいは写真家の方が写真を撮りに行かれ

たり、あるいはそういうカップルがそこ

へ来られて、１日ゆっくり楽しんでおら

れる姿を見ますと、やはりそういう本当

に市民に憩いを与えるいやしの部分の公

園を私はつくっていくべきだと思うんで

すけれども、従来の公園を再整備するに

ついては、やはり先ほど申し上げました

ように、前年踏襲ではなしに、発想の転

換をして、そういう思い切った公園にし

ていくべきだと思うんですけれども、そ

の辺の市の方の考え方を一遍お聞かせい

ただきたいと思います。

　道路整備の問題、先ほど議論されてお

られましたけれども、先日、正雀本町２

丁目地域の大型車の進入の問題で摂津警

察の方にお願いに上がりました。そのと

き、大砂課長も同席をしていただいてお

聞きになったと思うんですけれども、交

通課長の方から、やはり木村さん、正雀

一津屋線の、やっぱり整備事業をちゃん

としてもらいたいですねという話があり

ました。これは、もう３０年、４０年前

からあの拡張計画はあるんですけれども、

地権者の協力が得られないということで、
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ここの事業が進んでいませんから、難し

いですということの私なりの答弁をさせ

てもらいました。そのことについては、

担当の方として、私が考えている以上に

やはりほかの問題もあろうかと思います

んで、なぜその拡張事業が進んでいかな

いのかということについて、一遍聞かせ

てもらいたい。

　もう一つは、千里丘三島線もその交通

課長がおっしゃいました。間もなくガー

ドが拡幅されるけれども、やはり拡幅さ

れても、あの道路のやっぱり整備をしな

いと非常に危険ですよと。歩車分離も非

常に難しい状況ですし、そしてまた、基

本的には阪急の高架化によっては、その

踏切の交通渋滞の解消もやっぱりやって

いってもらわないけませんしという話も

ありました。私なりに高架については、

若干従来よりもペースが早まりそうです

ということもお話ししたんですけれども、

そういう点では、千里丘三島線の拡幅事

業の今日までの到達点。やはり何が問題

で、今後の見通し。なかなか見通しを立

てるということは、先ほど申し上げたよ

うに地権者の問題がありますから厳しい

とは思うんですけれども、その辺のこと

について、この際、一遍お聞きをしてお

きたいと思います。

　もう一つは、先ほどから出ております

概要の１１５ページの安威川ふれあいづ

つみの整備事業、８００万円で決算が７

９５万２，１９０円。これは、非常に地

域の皆さんにとっては、晩のジョギング

とか、いろんな面で、ふれあいづつみは

大変喜ばれておりますし、これは非常に

有効に作用していると思います。

　一方では、そのふれあいづつみの横に

あります安威川堤防上の道路、非常に経

年経過をして道路が傷んできております。

これはやっぱり改修していく必要がある

んではないかと。やはり地域の皆さんに

とっても、そういう道路が老朽化してき

ますと、上を通る車の振動音等で非常に

不安を持っておられます。そういう点で

は、今後の安威川の堤防上の舗装の問題、

市としてどのように考えておられるのか、

この機会にお聞きしておきたいと思いま

す。

　以上です。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道業務課長　木村委員の１点

目のご質問にお答えいたします。

　まず、し尿処理収集業務の委託料の件

で、確かに、平成７年当時、８，６６６

世帯あったときの委託料が１億７，００

０万円程度で、今現在８００世帯で４，

７００万円ということで、軒数の減少割

合に比べて委託料の割合が減少程度が少

ないということでございます。

　軒数がへっていくことによって、どう

してもその収集の効率というのが低下し

てまいりますので、必然的に１軒当たり

の収集単価というのは高くなってくる傾

向にはあるわけでございますけれども、

委員仰せのように、果たして本当に前の

委託料が妥当と言えるのかどうか、この

点につきましては、私どもも今、内部で

いろいろその原価計算等を含めまして検

討しておるところでございまして、今後、

より適正な委託料となるよう、さらに検

討を深めたいと考えております。

　それから、２点目の合特法の問題で、

今現在、その合特法の趣旨を尊重した補

償というのは金銭補償ということになっ

ております。それ以外、自転車ですとか、

それからプラスチックごみの収集、死獣、

これについては、浜野興業が廃業したと

きの事情に配慮する必要があるというこ

とで、一定期限を設けて提供しておりま

すけども、これも期限が終われば当然、
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期限のある内容でございまして、代替業

務そのものについて永久ということでは

なく、当然、企業の経営が厳しい時期一

時期において実施する支援というふうに

考えております。

　それから、合特法の問題で、全国的に

どのような状況なのかということでござ

いますけども、合特法の趣旨を尊重して、

各地で支援なり補償なり行われているよ

うでございます。

　しかしながら、本市においては、これ

までし尿業者にそういった形で支援等は

やっておりましたけども、合特法の対象

業種としては、し尿収集業務以外にも、

浄化槽汚泥の収集運搬業務、これも対象

の業種となっておりまして、今現在も、

そのし尿収集業者と合特法の支援という

ことについて協議を行っておるところで

ございます。

　業者の方の言い分としましては、一般

廃棄物処理業というのが、市の自治事務

として当然やらなければならない業務だ

と。それを業者が肩がわりしてやっていっ

ている。それによって、市にとっても大

きなコスト削減につがなっているという

ことでございまして、業者はそういった

市の処理責任、これを全うする上でも、

浄化槽汚泥業者に対して一定の支援が必

要ではないかと、こういったような主張

をしておりますけども、本市におきまし

ては、その浄化槽業者に対する許可、こ

ういったものについては、一定の経過も

ございますので、そこら辺を考慮する必

要があるということで、今現在も協議を

継続しているような状況でございます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　公園の再整備

について、発想の転換をしていかなきゃ

いけないんじゃないかいう形についてを

答弁させていただきます。

　まず、確かに、これからの公園につき

ましては、やっぱり市民の皆さんの意見

を取り入れた中で、やっぱり皆さん方が

喜んでいただける公園をつくっていくい

う方が基本的になっております。

　先ほども申されましたように、茨木市

にあるバラ園、私も寄せてもらったこと

ありますけど、非常にきれいな公園でご

ざいます。そういうような形で、他市の

状況等を検討いたしまして、できるだけ

やっぱりいいものをつくっていくような

形、それはしていきたいなというように

考えておりますので、よろしくお願いし

ます。

　それと、安威川ふれあいづつみの整備

事業の中で７９５万２，１９０円。これ

は、神安が工事をいたしましたボックス

に対して、本来なら私どもがしなければ

いけない工事を神安で肩がわりしていた

だいた費用の負担を行っておるものでご

ざいまして、平成５年から８年度までに

行った事業に対して、最終年度が平成２

２年度まで、一応、元金と償還金の償還

をしてまいります。

　安威川ふれあいづつみ事業につきまし

ては、今現在は凍結しております。とい

いますのは、はっきり言うたら、大阪府

が桜づつみ事業として都市基盤整備を行っ

ていただきます。その中で市が行います

のは、その修景整備をやっていこうとい

う形でございます。現実の話、正雀４丁

目の地域ですね。確かに、ある程度の基

盤はできておりますけれど、上の舗装と

か、そんなんはまだできておりません。

それらにつきましては、一応、今思って

ますのは、雑工事でも、多少年間１００

万円ぐらいでもいいですから、お金を入

れた中で整備していくべきじゃないかと

いう考え方を持っておりまして、植栽等

につきましては、毎年ちょっとずつ植え
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させてもらっております。

　そういうふうな形で、ただ、大々的に

そこにお金を投入することはできません

ので、ちょっとそれにつきましては、も

うご容赦願いたいなと思いまして。申し

わけないんですけど。

○山本靖一委員長　新留参事。

○新留都市計画課参事　私の方から千里

丘三島線の踏切までの整備ということで

答弁をいたします。

　千里丘ガードから踏切までの道路整備

につきましては、都市計画道路として都

市計画決定しておりますが、将来の連立

事業を視野に入れますと、現在の都市計

画決定の道路幅では、都市計画道路事業

としては整合がとれなくなるということ

がございまして、道路課におきまして、

平成１９年度から、道路交通安全事業と

して整備を行っていただいておるところ

でございます。

○山本靖一委員長　中谷理事。

○中谷都市整備部理事　私の方からは、

先ほどお問いの府道千里丘正雀一津屋線

についてご答弁申し上げます。

　この路線については、毎年のように府

の方に事業化をお願いしてきたという経

過がございます。なかなか事業が遅々と

して進まないという状況の中で、我々、

毎年、事業を進めてくれというふうには

言ってるんですけれども、府の方のお答

えとしては、とりあえず危険なところか

ら処理したいというふうにお考えのよう

です。

　近年については、もう特に、十三高槻

線との接合部分ですね、具体的にライフ

近辺のあたりについては、かなり危険で

あるので、対処をお願いしているところ

でございます。

○山本靖一委員長　木村委員。

○木村委員　合特法の問題については、

先ほど現状についてご答弁いただいたん

ですけれども、当時は被差別部落の生活

改善、あるいは雇用の拡大という形で、

同和対策特別措置法の制定をされて、こ

ういう問題も取り組みをされてきたんで

すけれども、私は合特法そのものが同和

対策特別措置法が期限が切れて、それに

かわるもんとして合特法みたいな形のも

んができてきたんかなという感じを受け

ておるんですけれども、非常にこれは、

問題が私はあると思います。

　そういう状況の中で、先ほど質問する

ときに触れなかったんですけれども、代

替業務、先ほど答弁あったように、死獣

やとか、自転車やとか、いろいろあるん

ですけれども、なぜそこまでその業者に

優遇措置を与えていかなければならない

のかということについて、私は若干の疑

義を感じます。

　そういう点では、本会議でも、先ほど

も申し上げたように、質問をする中で、

一定副市長の方から期限を切られたとい

うふうに聞いております。５年とか４年

とか言われてから、もう１年、２年経過

しておりますし、その辺、では実際、何

年度ですべての代替業務が終了するのか、

その辺のことについて、一遍この機会に

改めてお問いをしておきたいと思います。

　公園づくりについては、野畑参事の方

から先ほど答弁があって、そういう特色

ある公園づくりに向けての姿勢は伺いま

した。私は、やはり公園をつくることに

意味があるんではなしに、やっぱりその

公園を利用して、そこで市民が憩い、集

い、いやされる、そういう空間を市民に

提供していくのがやっぱり行政の役割だ

と思います。そういう点では、本当に市

民が集まってもらえるような、摂津市だ

けではなしに、近くの市からも見にこら

れるような、そういう公園をつくってい

－ 50 －



くべきだと思います。そういうことにつ

いて、一定のお考えがあればお聞きをし

たいと思います。

　もう一つは、これはひょっとして余談

になるかもわかりませんけれども、今、

古い住宅を建てかえたり、例えば、三島

荘あたりでも相当古い町並みが変化をし

てきております。そういう中で、その庭

にあった植木とか石とか、そういうもの

が非常にたくさん出てまいります。私は、

やはり市の方の一定の置き場を確保して、

そういう植木とか石とかいうものを集め

て、例えば、日本庭園的な公園もどこか

につくっていくということも一つの方法

ではないかと思います。みんな植木を切っ

ていってしまわれます。やはりこの地球

温暖化の問題、環境対策からしても、や

はり緑は大きな意味を持っていますし、

そういう点では、そういうことをむだに、

やみからやみに葬ってしまうんではなし

に、やはり引き継いで生かしていくとい

う方法もやっぱり考えていくべきではな

いかと思います。

　そういう点では、現在、公園みどり課

も、いろんな石等を集められて、市役所

の向こうの三角地のとこへ灯ろうを置い

たり、いろいろされております。そうい

う有効利用を図るということも一つの考

え方ではないかと思うんですけれども、

その辺のお考えについて、この機会に一

遍聞かせてもらいたいと思います。

　ふれあいづつみの問題、ちょっと私の

質問の仕方が悪かったんか、ふれあいづ

つみそのものの道ではなしに、これはひょっ

として道路課の藤井参事の方の担当かも

と思うんですけれども、道路、堤防沿い

の道路、吹田の済生会の方へ抜けていく、

学院の前まで抜ける道がありますね。あ

の道路が、相当老朽化しておったやつ、

あれ改修されましたんかな。その辺のこ

とについて一遍、説明をこの機会に聞い

ておきたいと思います。

　以上、それだけです。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　古い要するに

庭の石とか木ですね、それをいただくこ

とについては、私とこが現在、緑化推進

の方で、いろんな広場とか、そんなんを

つくっております。そこには、確かにい

ただいた石もたくさんございます。市民

から、こんな石があるんですけれど、も

らっていただけませんかいうことがあっ

た場合につきましては、大きさもあるん

ですけれど、めちゃくちゃ大きければク

レーンが要りますので、それは無理です

けれど、普通の抱えて持っていく石につ

いては、全部もらってきてます。

　そんな形で、先ほどありました市役所

の前の三角地のところありますね、あそ

このところに使わせてもらったり、それ

はしております。ほかのとこでも、一応、

そういうふうな石については利用はさせ

てもらってるんですけど、ただ、目方の

大きい、クレーンがなければ持ってこれ

ない分につきましては、かなりの経費が

かかりますので、それについてはちょっ

とご辞退させてもらっておるのが現状で

ございます。

○山本靖一委員長　粟屋部長、合特法の

問題について、ご答弁お願いしたいと思

います。

○粟屋土木下水道部長　それでは、ご質

問のうち、収集運搬業者に対します補償

の件でございます。

　ご指摘のように、本会議等で以前から

合特法の取り扱い方いうんですか、いろ

いろ問題あるとご指摘もいただいたとこ

ろでございます。

　そうしたことから、過日の建設常任委

員協議会でもいろいろご報告は申し上げ
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てきたところでございますが、ことしの

６月末をもちまして、合特法の趣旨に基

づく協定による代替業務いうのは打ち切

らさせていただいております。

　ただ、浜野興業の廃業時の問題等ござ

いますので、その分の補償業務といたし

まして、以前と同じ委託内容でございま

すけども、継続して平成２２年度末まで

の委託を協定として結んでおります。

　ただ、従前の業務内容から変わりまし

たのが、公園のごみ収集業務にかえまし

て生活環境部の所管でございますペット

ボトルの収集業務に切りかえさせていた

だいたところでございます。

　ということで、合特法の趣旨による代

替業務は、一応ことしの６月末をもって

終結させていただいた、そういう内容で

ございますので、よろしくお願い申し上

げます。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、先

ほどの安威川橋からの岸部の方へ抜けま

す堤防道路、路線名といたしまして、正

雀本町７６号線という市道でございまし

て、これはことしの発注でございまして、

最近、道路の維持補修を行いまして、時

期としましては１０月１２日、１３日に

舗装工事のやりかえを行ったところでご

ざいます。

○山本靖一委員長　ほかにありませんか。

　以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時４４分　休憩）

（午後２時４５分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　本日は、この程度にとどめ散会します。

　　　（午後２時４６分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

建設常任委員長 山 本 靖 一

建設常任委員  木 村 勝 彦
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